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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハンドオーバ適応の方法であって、
　装置において少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを記憶することと、
ここにおいて、前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、アクセスポ
イントの指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和
するために指定される、
　前記装置において、前記装置を、アクセスポイントの前記指定されたペアの第１のアク
セスポイントからアクセスポイントの前記指定されたペアの第２のアクセスポイントにハ
ンドオーバすべきかどうかを決定することと、ここにおいて、前記決定が、前記記憶され
た少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータに基づく、
　前記記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが最後の使用以来
使用されなかった時間期間を決定することと、
　前記時間期間がしきい値時間期間よりも大きいかまたはそれに等しい場合に、前記記憶
された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを削除することと、
　を備え、
　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連する少なく
とも１つのハンドオーバパラメータの適応の発生頻度に基づいて、前記少なくとも１つの
適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶がトリガされる、方法。
【請求項２】
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　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連する前記少
なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の発生頻度を決定することと、
　前記少なくとも１つのハンドオーバパラメータの前記適応の前記決定された発生頻度に
基づいて前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶をトリガす
ることと
　をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連する少なく
とも１つのハンドオーバパラメータの適応の少なくとも１回の発生を検出することと、
　前記少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の前記少なくとも１回の発生の前
記検出に基づいて前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶を
トリガすることと
　をさらに備え、
　前記少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応は、前記ハンドオーバ問題の発生
頻度がしきい値以上の場合にトリガされる、
　請求項１に記載の方法。
【請求項４】
　前記ハンドオーバ問題が、頻繁なハンドオーバ、遅すぎるハンドオーバ、または早すぎ
るハンドオーバを伴う、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記方法が、前記装置において、少なくとも１つの他の適応されたハンドオーバパラメ
ータを記憶することをさらに備え、
　前記少なくとも１つの他の適応されたハンドオーバパラメータが、アクセスポイントの
他の指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和する
ために指定され、
　前記方法が、前記装置を、アクセスポイントの前記他の指定されたペアの第１のアクセ
スポイントからアクセスポイントの前記他の指定されたペアの第２のアクセスポイントに
ハンドオーバすべきかどうかを決定することをさらに備え、
　前記装置を、アクセスポイントの前記他の指定されたペアの第１のアクセスポイントか
らアクセスポイントの前記他の指定されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバ
すべきかどうかの前記決定が、前記記憶された少なくとも１つの他の適応されたハンドオ
ーバパラメータに基づく、
請求項１に記載の方法。
【請求項６】
　前記装置がアクセスポイントに関連したと決定することと、
　前記アクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアのうちの１つであるか
どうかを決定することと、
　前記アクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアのうちの１つである場
合、少なくとも１つのデフォルトハンドオーバパラメータの代わりに、前記アクセスポイ
ントに関するハンドオーバ決定のために、前記記憶された少なくとも１つの適応されたハ
ンドオーバパラメータを使用することを選択することと
をさらに備える、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ターゲットアクセスポイ
ントを識別するための信号品質しきい値を備え、
　前記装置をハンドオーバすべきかどうかの前記決定が、
　　潜在的なターゲットアクセスポイントから信号を受信することと、
　　前記潜在的なターゲットアクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペア
のうちの１つであるかどうかを決定することと、
　　前記受信された信号の信号品質が前記信号品質しきい値を満たすのかまたは超えるの
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かを決定することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ターゲットアクセスポイ
ントの走査をトリガするための信号品質しきい値を備え、
　前記方法が、前記ターゲットアクセスポイントの前記走査をトリガすべきかどうかを決
定することをさらに備え、
　前記走査をトリガすべきかどうかの前記決定が、
　　前記装置のための現在のサービングアクセスポイントから信号を受信することと、
　　前記現在のサービングアクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアの
うちの１つであるかどうかを決定することと、
　　前記受信された信号の信号品質が前記信号品質しきい値を満たすのかまたは下回るの
かを決定することと
　を備える、請求項１に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ヒステリシスパラメータ
またはトリガ時間パラメータのうちの少なくとも１つを備える、請求項１に記載の方法。
【請求項１０】
　前記アクセスポイントから信号を受信することをさらに備え、ここにおいて、前記装置
をハンドオーバすべきかどうかの前記決定が、前記受信された信号にさらに基づく、請求
項１に記載の方法。
【請求項１１】
　ハンドオーバパラメータ適応のための装置であって、
　少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを記憶するための手段と、ここに
おいて、前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、アクセスポイント
の指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和するた
めに指定される、
　前記装置を、アクセスポイントの前記指定されたペアの第１のアクセスポイントからア
クセスポイントの前記指定されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバすべきか
どうかを決定するための手段と、ここにおいて、前記決定が、前記記憶された少なくとも
１つの適応されたハンドオーバパラメータに基づく、
　前記記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが最後の使用以来
使用されなかった時間期間を決定するための手段と、
　前記時間期間がしきい値時間期間よりも大きいかまたはそれに等しい場合に、前記記憶
された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを削除するための手段と
　を備え、
　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連する少なく
とも１つのハンドオーバパラメータの適応の発生頻度に基づいて、前記少なくとも１つの
適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶がトリガされる、装置。
【請求項１２】
　前記ハンドオーバ問題が、頻繁なハンドオーバ、遅すぎるハンドオーバ、または早すぎ
るハンドオーバを伴う、請求項１１に記載の装置。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ヒステリシスパラメータ
またはトリガ時間パラメータのうちの少なくとも１つを備える、請求項１１に記載の装置
。
【請求項１４】
　アクセスポイントの前記指定されたペアから信号を受信するための手段をさらに備え、
ここにおいて、前記装置をハンドオーバすべきかどうかの前記決定が、前記受信された信
号にさらに基づく、請求項１１に記載の装置。
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【請求項１５】
　アクセス端末を、アクセスポイントの前記指定されたペアの前記第１のアクセスポイン
トからアクセスポイントの前記指定されたペアの前記第２のアクセスポイントにハンドオ
ーバするために、アクセスポイントの前記指定されたペアと通信するように構成された通
信デバイスをさらに備え、ここにおいて、前記装置は、前記アクセス端末として構成され
る、請求項１１に記載の装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
合衆国法典第１１９条に基づく優先権の主張
　[0001]本出願は、その全体がともに参照により本明細書に組み込まれる、２０１３年２
月１４日に出願された米国特許出願第１３／７６７，６４８号、および２０１３年２月１
４日に出願された米国特許出願第１３／７６７，６３７号の優先権を主張する。
【０００２】
　[0002]本出願は、一般にワイヤレス通信に関し、より詳細には、限定はしないが、アク
セス端末においてハンドオーバパラメータを適応させることに関する。
【背景技術】
【０００３】
序論
　[0003]ワイヤレス通信ネットワークは、ネットワークのカバレージエリア内のユーザに
様々なタイプのサービス（たとえば、音声、データ、マルチメディアサービスなど）を提
供する。いくつかのタイプのネットワークでは、地理的エリア内で動作しているアクセス
端末にワイヤレス接続性を与えるために、その地理的エリア全体にわたってアクセスポイ
ントが分散される。一般に、所与の時点において、アクセス端末は、これらのアクセスポ
イントのうちの所与の１つによってサービスされることになる。アクセス端末は、地理的
エリア全体にわたってローミングするにつれて、それのサービングアクセスポイントから
離れ、別のアクセスポイントに近づき得る。さらに、所与のエリア内の信号状態は（たと
えば、フェージングおよび／または干渉により）時間とともに変化し得、それにより、ア
クセス端末は、別のアクセスポイントによってより良くサービスされ得る。これらの場合
、アクセス端末のモビリティを維持するために、アクセス端末は、それのサービングアク
セスポイントから他のいわゆるターゲットアクセスポイントにハンドオーバされ得る。
【０００４】
　[0004]理想的には、ハンドオーバはシームレスで信頼できる様式で発生する。ただし、
実際には、ハンドオーバ中に様々な問題が起こり得る。
【０００５】
　[0005]一例として、２つのアクセスポイント間のハンドオーバ境界にあるアクセス端末
が、２つのアクセスポイント間で頻繁にハンドオーバされ得る。たとえば、この境界にあ
るアクセス端末から見た信号品質は、フェージングまたは他の信号状態により変動し得る
。したがって、ある時点で、アクセス端末は、第２のアクセスポイントが第１のアクセス
ポイントよりも良い信号品質を与えると決定し、その結果、第１のアクセスポイントから
第２のアクセスポイントへのハンドオーバを開始する。信号状態が少し後に変化すると、
アクセス端末は、第１のアクセスポイントが第２のアクセスポイントよりも良い信号品質
を与えると決定し、第１のアクセスポイントへのハンドオーバを開始する。信号状態が再
び変化すると、アクセス端末は第２のアクセスポイントへのハンドオーバを開始し、以下
同様である。この状態は頻繁なハンドオーバ（ＦＨＯ：frequent handover）と呼ばれる
ことがある。
【０００６】
　[0006]別の例として、（たとえば、第１のアクセスポイントとアクセス端末との間のリ
ンクの劣化により）第１のアクセスポイントから第２のアクセスポイントへのアクセス端
末のハンドオーバが開始された後であるが、ハンドオーバが完了される前に、アクセス端
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末と第１のアクセスポイントとの間のリンクが（たとえば、リンクのさらなる劣化により
）失敗することがある。いくつかの態様では、アクセス端末がよりすぐに（すなわち、第
１のアクセスポイントへのリンクが失敗する前に）第２のアクセスポイントにハンドオー
バされるべきであったので、この状態は遅すぎるハンドオーバ（ＴＬＨＯ：too-late han
dover）と呼ばれることがある。
【０００７】
　[0007]また別の例として、第１のアクセスポイントから第２のアクセスポイントへのア
クセス端末のハンドオーバのすぐ後に、アクセス端末と第２のアクセスポイントとの間の
リンクが（たとえば、第２のアクセスポイントとアクセス端末との間の不十分なリンクに
より）失敗することがある。いくつかの態様では、第２のアクセスポイントがまだアクセ
ス端末に十分なサービスを与えることができないので、アクセスポイントが第２のアクセ
スポイントにハンドオーバされるべきではなかったので、この状態は早すぎるハンドオー
バ（ＴＥＨＯ：too-early handover）と呼ばれることがある。
【０００８】
　[0008]従来のワイヤレスネットワークそのようなセルラーネットワークでは、ハンドオ
ーバはネットワークによって（たとえば、コアネットワークおよび／またはアクセスポイ
ントによって）制御される。したがって、ＦＨＯ、ＴＬＨＯ、およびＴＥＨＯなどのハン
ドオーバ問題はコアネットワークによって対処される。たとえば、コアネットワークエン
ティティが、ハンドオーバ問題を検出し、ハンドオーバ問題を低減するためにハンドオー
バのために使用されるパラメータを定義する。
【発明の概要】
【０００９】
　[0009]本開示のいくつかの例示的な態様の概要は以下の通りである。この概要は、その
ような態様の基本的理解を与えるために、読者の便宜のために与えられるものであり、本
開示の幅を完全に定義するとは限らない。この概要は、すべての企図された態様の包括的
な概観ではなく、すべての態様の主要または重要な要素を識別するものでも、いずれかま
たはすべての態様の範囲を定めるものでもない。その唯一の目的は、後で提示されるより
詳細な説明の導入として、１つまたは複数の態様のいくつかの概念を簡略化された形で提
示することである。便宜上、本開示の単一の態様または複数の態様を指すために本明細書
ではいくつかの態様という用語を使用し得る。
【００１０】
　[0010]本開示は、いくつかの態様では、ＦＨＯ、ＴＬＨＯ、およびＴＥＨＯなどのハン
ドオーバ問題を検出し、管理するアクセス端末（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ベース
の局（ＳＴＡ））に関する。この目的で、アクセス端末は、あるアクセスポイントから別
のアクセスポイントにハンドオーバすべきかどうか、および／またはどのようにハンドオ
ーバすべきかを決定するためにアクセス端末によって使用される少なくとも１つのハンド
オーバパラメータを適応（たとえば、自己最適化）させ得る。
【００１１】
　[0011]いくつかの態様では、アクセス端末は、アクセスポイントの指定されたペア間の
ハンドオーバのために（１つまたは複数の）専用ハンドオーバパラメータを使用する。す
なわち、アクセス端末は、アクセスポイントの異なるペア間のハンドオーバのために異な
るハンドオーバパラメータを使用し得る。たとえば、ハンドオーバパラメータの第１のセ
ットは、アクセスポイントの第１のペア間のハンドオーバのために指定され、ハンドオー
バパラメータの第２のセットは、アクセスポイントの第２のペア間のハンドオーバのため
に指定され、以下同様であり得る。
【００１２】
　[0012]これらのアクセスポイントペアの各々のために、アクセス端末は、アクセスポイ
ント間のアクセス端末のハンドオーバ中に発生するハンドオーバ問題の記録を維持する。
アクセスポイントの所与のペアについてハンドオーバ問題が起こった場合、アクセス端末
は、ハンドオーバ問題を緩和する試みにおいて、そのアクセスポイントペアに関連する（
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１つまたは複数の）ハンドオーバパラメータを適応させることになる。いくつかの例を以
下に示す。
【００１３】
　[0013]アクセスポイントの所与のペアについてＦＨＯ問題が検出された場合、アクセス
端末は、アクセスポイントのそのペア間のハンドオーバのためにアクセス端末によって使
用される少なくとも１つのハンドオーバパラメータを適応させ得る。アクセス端末は、こ
れらのアクセスポイント間のハンドオーバの発生（場合によっては、頻度）を追跡する。
これらの２つのアクセスポイント間でハンドオーバが発生するかまたはあまりに頻繁に発
生する場合、アクセス端末は、アクセスポイントのこのペアについてのＦＨＯ状態をなく
す試みにおいて、それのハンドオーバパラメータのうちの１つまたは複数を適応させる。
【００１４】
　[0014]アクセスポイントの所与のペアについてＴＬＨＯ問題が検出された場合、アクセ
ス端末は、アクセスポイントのそのペア間のハンドオーバのためにアクセス端末によって
使用される少なくとも１つのハンドオーバパラメータを適応させ得る。指定されたペアの
第１のアクセスポイントから第２のアクセスポイントへのハンドオーバのために、アクセ
ス端末は、遅すぎるハンドオーバの発生を追跡する。遅すぎるハンドオーバが発生する（
または遅すぎるハンドオーバがあまりに頻繁に発生する）場合、アクセス端末は、第１の
アクセスポイントから第２のアクセスポイントへのハンドオーバについてのＴＬＨＯ状態
をなくす試みにおいて、それのハンドオーバパラメータのうちの１つまたは複数を適応さ
せる。
【００１５】
　[0015]アクセスポイントの所与のペアについてＴＥＨＯ問題が検出された場合、アクセ
ス端末は、アクセスポイントのそのペア間のハンドオーバのためにアクセス端末によって
使用される少なくとも１つのハンドオーバパラメータを適応させ得る。指定されたペアの
第１のアクセスポイントから第２のアクセスポイントへのハンドオーバのために、アクセ
ス端末は、早すぎるハンドオーバの発生を追跡する。早すぎるハンドオーバが発生する（
または早すぎるハンドオーバがあまりに頻繁に発生する）場合、アクセス端末は、第１の
アクセスポイントから第２のアクセスポイントへのハンドオーバについてのＴＥＨＯ状態
をなくす試みにおいて、それのハンドオーバパラメータのうちの１つまたは複数を適応さ
せる。
【００１６】
　[0016]アクセス端末は、アクセスポイントの所与のペアのために適応されたハンドオー
バパラメータの記録を維持し得る。たとえば、ハンドオーバパラメータ適応が（たとえば
、１回または頻繁に）発生する場合、アクセス端末は、後続のハンドオーバパラメータ適
応動作および／または後続のハンドオーバ動作中に使用するために、適応されたハンドオ
ーバパラメータを記憶し得る。たとえば、後続のハンドオーバパラメータ適応動作を開始
するときに、アクセス端末は、デフォルトパラメータではなく、記憶されたパラメータを
使用し得る。別の例として、アクセス端末は、アクセスポイントのそのペアに関してハン
ドオーバ決定が行われるべきであるときはいつでも、（たとえば、アクセス端末の現在の
ハンドオーバパラメータまたはデフォルトハンドオーバパラメータの代わりに）記憶され
たパラメータを自動的に使用し得る。このようにして、反復適応プロセスが回避され得る
ので、アクセス端末は、所与のハンドオーバ決定のために使用されるべきハンドオーバパ
ラメータをより容易に識別し得る。
【００１７】
　[0017]本開示のこれらおよび他の例示的な態様について、以下の詳細な説明および特許
請求の範囲、ならびに添付の図面において説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】[0018]アクセス端末ベースのハンドオーバパラメータ適応を採用する通信システ
ムのいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
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【図２】[0019]ハンドオーバパラメータ適応のいくつかの例示的な態様のフローチャート
。
【図３】[0020]ハンドオーバ問題の発生に基づくハンドオーバパラメータの適応を伴う動
作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。
【図４】[0021]ハンドオーバパラメータが適応された結果として、適応されたハンドオー
バパラメータを記憶することを伴う動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。
【図５】[0022]ハンドオーバパラメータを維持することに関係する動作のいくつかの例示
的な態様のフローチャート。
【図６】[0023]記憶されたハンドオーバパラメータを使用すべきかどうかを決定すること
を伴う動作のいくつかの例示的な態様のフローチャート。
【図７】[0024]通信ノードにおいて採用され得る構成要素のいくつかの例示的な態様の簡
略ブロック図。
【図８】[0025]通信構成要素のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図９】[0026]本明細書で教示する条件付きチャネル測定動作を行うように構成された装
置のいくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【図１０】本明細書で教示する条件付きチャネル測定動作を行うように構成された装置の
いくつかの例示的な態様の簡略ブロック図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
[0027]慣例により、図面に示す特徴は、明快のために簡略化され、概して、一定の縮尺で
描かれていない。すなわち、これらの特徴の寸法および間隔は、たいていの場合、明快の
ために拡張または低減される。さらに、説明のために、図面は、概して、一般に所与の装
置（たとえば、デバイス）または方法において採用される構成要素のすべてを示している
とは限らない。最後に、本明細書および図の全体にわたって、同様の特徴を示すために同
様の参照番号が使用され得る。
【００２０】
　[0028]本開示の様々な態様について以下で説明する。本明細書の教示は多種多様な形態
で実施され得ること、および本明細書で開示する特定の構造、機能、またはその両方は代
表的なものにすぎないことは明らかであろう。本明細書の教示に基づいて、本明細書で開
示する態様は他の態様とは無関係に実装され得ること、およびこれらの態様のうちの２つ
以上は様々な方法で組み合わせられ得ることを、当業者なら諒解されたい。たとえば、本
明細書に記載する態様をいくつ使用しても、装置は実装され得、または方法は実施され得
る。さらに、本明細書に記載する態様のうちの１つまたは複数に加えて、あるいはそれら
以外の他の構造、機能、または構造および機能を使用して、そのような装置が実装され得
るか、またはそのような方法が実施され得る。さらに、１つの態様は、１つの請求項の少
なくとも１つの要素を備え得る。上記の一例として、いくつかの態様では、通信の方法は
、第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントとの間の装置のハンドオーバに関連
する信号を受信することと、第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントとの間の
装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題の少なくとも１回の発生を検出すること
と、第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントとの間の装置のハンドオーバのた
めに使用される少なくとも１つのハンドオーバパラメータを適応させることと、ここにお
いて、少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応が、ハンドオーバ問題の少なくと
も１回の発生の検出に基づく、を備える。さらに、いくつかの態様では、ハンドオーバ問
題は、頻繁なハンドオーバ、遅すぎるハンドオーバ、または早すぎるハンドオーバを備え
得る。
【００２１】
　[0029]図１に、例示的な通信システム１００（たとえば、通信ネットワークの一部分）
のいくつかのノードを示す。説明のために、本開示の様々な態様について、互いに通信す
る１つまたは複数のアクセスポイントおよび１つまたは複数のアクセス端末の文脈で説明
する。ただし、本明細書の教示は、他の用語を使用して参照される他のタイプの装置また
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は他の同様の装置に適用可能であり得ることを諒解されたい。たとえば、様々な実装形態
では、アクセスポイントは、基地局、無線基地局などと呼ばれることがあり、または基地
局、無線基地局などとして実装されることがあり、アクセス端末は、局（たとえば、ＳＴ
Ａ）、移動局、ユーザ機器（ＵＥ）などと呼ばれることがあり、または局（たとえば、Ｓ
ＴＡ）、移動局、ユーザ機器（ＵＥ）として実装されることがある。
【００２２】
　[0030]システム１００中のアクセスポイントは、システム１００によって与えられるカ
バレージエリア内に設置され得るか、またはそのカバレージエリア全体にわたってローミ
ングし得る１つまたは複数のアクセス端末のために、１つまたは複数のサービス（たとえ
ば、ネットワーク接続性）へのアクセスを与える。たとえば、様々な時点において、アク
セス端末１０２は、アクセスポイント１０４、アクセスポイント１０６、アクセスポイン
ト１０８、またはシステム１００中の何らかのアクセスポイント（図示せず）に接続し得
る。これらのアクセスポイントの各々は、ワイドエリアネットワーク接続性を可能にする
ために１つまたは複数のネットワークエンティティ（図示せず）と通信し得る。
【００２３】
　[0031]変化するチャネル状態（たとえば、フェージングおよび／または干渉）および／
またはアクセス端末の移動を考慮するために、他のアクセスポイントからより良いサービ
スが得られ得る場合、アクセス端末は、それの現在のサービングアクセスポイントから他
のアクセスポイントに自動的にハンドオーバするように構成される。この目的で、他のア
クセスポイントがアクセス端末のための現在のサービングアクセスポイントよりも良いサ
ービスを提供し得るかどうかを決定するために、アクセス端末は、他のアクセスポイント
（いわゆる潜在的なターゲットアクセスポイント）からの信号を監視し得る。
【００２４】
　[0032]いくつかの態様では、他のアクセスポイントがより良いサービスを提供するかど
うかに関する決定は、潜在的なターゲットアクセスポイントからの受信信号がサービング
アクセスポイントからの受信信号よりもどのくらい強い必要があるかを（たとえば、ｄＢ
単位で）指定するハンドオーバパラメータ（たとえば、ヒステリシスパラメータ）に基づ
く。いくつかの態様では、ヒステリシスパラメータが、アクセスポイントの指定されたペ
アからの各受信信号の信号品質に加えられるオフセットを決定する。たとえば、潜在的な
ターゲットアクセスポイントのためのアクセス端末において測定されたＲＳＳＩが、サー
ビングアクセスポイントのためのアクセス端末において測定されたＲＳＳＩよりも、少な
くともヒステリシス（Ｈｙｓ）パラメータによって指定された量だけ高い場合、サービン
グアクセスポイント（ハンドオーバのためのソースアクセスポイント）からターゲットア
クセスポイントへのアクセス端末のハンドオーバがトリガされる。
【００２５】
　[0033]場合によっては、アクセス端末が他のアクセスポイントからの信号を監視するか
どうかを制御するために別のハンドオーバパラメータが使用される。たとえば、この監視
は、現在のサービングアクセスポイントからの信号品質がしきい値信号品質（すなわち、
対応するハンドオーバパラメータによって表される）を下回るときはいつでもトリガされ
得る。
【００２６】
　[0034]ハンドオーバパラメータは、ハンドオーバ決定が過渡状態に基づかないことを確
実にするためにも使用され得る。たとえば、ハンドオーバパラメータ（たとえば、トリガ
時間（time-to-trigger））は、ハンドオーバが実際にトリガされる前に、別のハンドオ
ーバ状態（たとえば、ターゲットＲＳＳＩ＞サービングＲＳＳＩ）が満たされる必要があ
る時間の量を指定し得る。いくつかの態様では、トリガ時間パラメータが持続時間を決定
し、その持続時間内に、対応するヒステリシスパラメータによって変更されるターゲット
アクセスポイントの信号品質は、ハンドオーバを決定するために現在のアクセスポイント
の信号品質を超えるべきである。
【００２７】
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　[0035]アクセス端末のハンドオーバが信頼できる様式で実行されることを確実にするた
めに、これらのようなハンドオーバパラメータは適切に設定されるべきである。ハンドオ
ーバパラメータが適切に設定されていない場合、アクセス端末は、ＦＨＯ、ＴＬＨＯ、お
よびＴＥＨＯなどのハンドオーバ問題を受けることがある。
【００２８】
　[0036]本明細書の教示によれば、アクセス端末１０２は、あるアクセスポイントから別
のアクセスポイントにアクセス端末をハンドオーバすべきかどうか、および／またはどの
ようにハンドオーバすべきかを決定するために使用されるハンドオーバパラメータを適応
させるハンドオーバパラメータ適応１１０を採用する。この目的で、ハンドオーバパラメ
ータ適応１１０は、特定のアクセスポイント間のハンドオーバに関連するハンドオーバ問
題を追跡し、必要とされる場合、ハンドオーバ問題を緩和する試みにおいて、それらのア
クセスポイント間の後続のハンドオーバのために使用されるべき（１つまたは複数の）ハ
ンドオーバパラメータを適応させる。
【００２９】
　[0037]本明細書で説明するように、ハンドオーバは、時間とともに異なるアクセスポイ
ント間で発生し得る。たとえば、アクセス端末１０２がアクセスポイント１０４によって
サービスされるとき、アクセス端末１０２は、様々な時点において（たとえば、アクセス
端末がアクセスポイント１０６に近づくと）、アクセスポイント１０６にハンドオーバさ
れ得る。さらに、アクセス端末１０２は、様々な時点において（たとえば、アクセス端末
がアクセスポイント１０８に近づくと）、アクセスポイント１０８にハンドオーバされ得
る。同様に、アクセス端末１０２がアクセスポイント１０６によってサービスされるとき
、アクセス端末１０２は、様々な時点において（たとえば、アクセス端末がアクセスポイ
ント１０４に近づくと）、アクセスポイント１０４にハンドオーバされ得る。さらに、ア
クセス端末１０２は、様々な時点において（たとえば、アクセス端末がアクセスポイント
１０８に近づくと）、アクセスポイント１０８にハンドオーバされ得る。
【００３０】
　[0038]改善されたハンドオーバ性能を与えるために、アクセス端末１０２は、アクセス
ポイントの異なるペア間のハンドオーバのためにハンドオーバパラメータの異なるセット
を使用する。したがって、ハンドオーバパラメータ適応１１０は、アクセスポイントペア
単位でハンドオーバ問題を追跡し、ハンドオーバ問題が示されたときにその問題を緩和す
るために、そのアクセスポイントペアのためのハンドオーバパラメータを適応させる。
【００３１】
　[0039]さらに、ハンドオーバパラメータ適応１１０は、後続のハンドオーバ動作中に使
用するためにハンドオーバパラメータを選択的に記憶し得る。たとえば、ハンドオーバ適
応が発生する（または、比較的頻繁に発生する）場合、ハンドオーバパラメータ適応１１
０は、適応されたハンドオーバパラメータを記憶し得る。このようにして、ハンドオーバ
パラメータ適応プロシージャの後続の反復はゼロから開始する必要はなく、それにより、
アクセス端末におけるハンドオーバ適応の効率を改善する。
【００３２】
　[0040]図２に、本明細書の教示による、ハンドオーバパラメータを適応させるために採
用され得る例示的な動作の概観を示す。説明のために、図２の動作（または本明細書で説
明または教示する他の動作）については、特定の構成要素によって（たとえば、アクセス
端末によって）実行されるものとして説明し得る。ただし、これらの動作は、他の実装形
態では、他のタイプの構成要素によって実行され得、異なる数の構成要素を使用して実行
され得る。また、本明細書で説明する動作のうちの１つまたは複数は、所与の実装形態で
は採用されないことがあることを諒解されたい。たとえば、あるエンティティは、動作の
サブセットを実行し、それらの動作の結果を別のエンティティに受け渡し得る。
【００３３】
　[0041]図２のブロック２０２によって表されるように、アクセス端末はハンドオーバイ
ベントの記録を維持する。たとえば、アクセス端末の所与のハンドオーバのために、アク
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セス端末は、ソースアクセスポイントの識別情報、ターゲットアクセスポイントの識別情
報、ハンドオーバのタイミング（たとえば、ハンドオーバが開始された時間）、完了の前
にハンドオーバが失敗した（たとえば、ハンドオーバは開始されたが、ハンドオーバが完
了する前にアクセス端末が無線リンク障害を経験した）かどうか、およびハンドオーバが
完了した直後にハンドオーバが失敗した（たとえば、ハンドオーバを完了した後５秒以内
にアクセス端末が無線リンク障害を経験した）かどうかを記録し得る。
【００３４】
　[0042]ブロック２０４によって表されるように、アクセス端末は、ブロック２０２にお
いて維持されるハンドオーバ情報によって各アクセスポイントペアのために示される１回
または複数回のハンドオーバ問題の発生に基づいて、アクセスポイントの特定のペアのた
めの（１つまたは複数の）ハンドオーバパラメータを適応させる（たとえば、最適化する
）。たとえば、いくつかの実装形態では、ハンドオーバ問題が発生したときはいつでも、
ハンドオーバパラメータが適応される。別の例として、いくつかの実装形態では、ハンド
オーバ問題が、定義された時間期間内に定義された回数（たとえば、１日に３回以上）発
生した場合、ハンドオーバパラメータが適応される。この後者の場合、アクセス端末は、
これらの定義された値（たとえば、定義された回数および定義された時間期間）に対応す
る１つまたは複数のトリガパラメータを維持し得る。
【００３５】
　[0043]ハンドオーバパラメータを適応させるべきかおよび／またはそれを記憶すべきか
どうかを決定するためにアクセス端末が使用する１つまたは複数のトリガパラメータでア
クセス端末を構成するための様々な技法が採用され得る。たとえば、アクセス端末は、製
造中に（たとえば、工場における製造構成装置を介して）そのようなトリガパラメータで
構成され得る。別の例として、アクセスポイントは、（たとえば、パラメータを含む構成
メッセージをアクセス端末に送ることによって）トリガパラメータでアクセス端末を構成
し得る。また別の例として、ネットワークエンティティ（たとえば、サーバ）は、（たと
えば、パラメータを含む構成メッセージをサービングアクセスポイントを介してアクセス
端末に送ることによって）トリガパラメータでアクセス端末を構成し得る。したがって、
アクセス端末は、別の装置によって定義されたトリガパラメータを受信する様々な方法で
構成され得る（たとえば、そのようなパラメータは、無線周波数（ＲＦ）シグナリング、
プログラミングインターフェースなどを介して受信され得る）。
【００３６】
　[0044]ハンドオーバ適応のためのトリガパラメータは様々な形態を取り得る。たとえば
、しきい値量パラメータが、ハンドオーバパラメータの適応をトリガするハンドオーバ問
題の発生回数（たとえば、１回、３回など）を指定し得る。さらに、持続時間（time dur
ation）パラメータが、ハンドオーバ問題の指定された発生回数が計数される時間期間（
たとえば、５分、１日など）を指定し得る。他の実装形態では、ハンドオーバ適応のため
の他のトリガパラメータが採用され得る。
【００３７】
　[0045]本明細書で説明するトリガパラメータおよびアクセス端末構成技法は任意のタイ
プのハンドオーバ問題に適用可能である。たとえば、これらのトリガパラメータおよび構
成技法は、頻繁なハンドオーバ、早すぎるハンドオーバ、遅すぎるハンドオーバ、または
他のタイプのハンドオーバ問題に関連して採用され得る。
【００３８】
　[0046]アクセス端末がその間でハンドオーバされたアクセスポイントペアのうちのいく
つかについてのみ、ハンドオーバ問題が示され得ることを諒解されたい。（たとえば、最
後の日、または週などにわたって）ハンドオーバ問題がなかったアクセスポイントペアに
ついて、ハンドオーバパラメータ適応は呼び出されないことがある。
【００３９】
　[0047]異なるタイプのハンドオーバ問題のためのハンドオーバパラメータ適応のいくつ
かの例は以下の通りである。説明の目的で、これらの動作をアクセスポイントの単一のペ
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アについて説明する。適用可能な各アクセスポイントペアのために同等の動作が実行され
ることを諒解されたい。
【００４０】
　[0048]ＦＨＯの場合、アクセス端末は、アクセス端末のハンドオーバが２つのアクセス
ポイント間で発生したときの記録を維持する。したがって、アクセス端末は、定義された
時間期間にわたって（たとえば、最後の「Ｘ」秒内に）いくつのハンドオーバが発生した
かを決定し得る。定義された時間期間中にアクセスポイントペア間で発生したハンドオー
バの数がしきい値（たとえば、５分内に３つのハンドオーバ）よりも大きいかまたはそれ
に等しい場合、頻繁なハンドオーバ（ＦＨＯ）が示される（すなわち、アクセス端末によ
って検出される）。
【００４１】
　[0049]ＦＨＯが（たとえば、１回または頻繁に）示された場合、アクセス端末は、アク
セス端末をこれらのアクセスポイントのうちの１つから他のアクセスポイントにハンドオ
ーバすべきかどうか、および／またはどのようにハンドオーバすべきかを決定するために
使用されるハンドオーバパラメータのうちの１つまたは複数を適応させる。したがって、
アクセス端末が将来これらの２つのアクセスポイントに関連付けられる場合、アクセス端
末は適応されたハンドオーバパラメータを使用することになる。上述のように、場合によ
っては、ＦＨＯが示されたときはいつでも、ハンドオーバパラメータが適応される。すな
わち、ＦＨＯの１回の発生が（１つまたは複数の）ハンドオーバパラメータの適応をトリ
ガし得る。他の場合には、ＦＨＯイベントがあまりに頻繁に発生する（たとえば、１日当
たり３回以上）場合、ハンドオーバパラメータ適応がトリガされる。この後者のハンドオ
ーバ問題は頻繁なＦＨＯ（Ｆ－ＦＨＯ）と呼ばれることがある。
【００４２】
　[0050]特定のハンドオーバパラメータがどのように適応され得るかを示すいくつかの例
は以下の通りである。便宜上、これらの例はＦＨＯの検出を伴う。ただし、これらの同じ
概念がＦ－ＦＨＯの検出に適用され得ることを諒解されたい。
【００４３】
　[0051]アクセス端末は、潜在的なターゲットアクセスポイントが現在のサービングアク
セスポイントよりも良いサービスを与えるかどうかを決定するために使用される第１のチ
ャネル品質しきい値（たとえば、Ｈｙｓ）を採用し得る。たとえば、デフォルトで、第１
のチャネル品質しきい値は、潜在的なターゲットアクセスポイントのＲＳＳＩがサービン
グアクセスポイントのＲＳＳＩよりも少なくとも１ｄＢ高い必要があることを指定し得る
。
【００４４】
　[0052]ＦＨＯが検出されると、アクセス端末は、ＦＨＯの可能性を低減するために、第
１のチャネル品質しきい値を（たとえば、定義されたステップサイズだけ）増加させ得る
。このしきい値を増加させることによって、ハンドオーバをトリガするために、（サービ
ングアクセスポイントに対する）潜在的なターゲットアクセスポイントからのより一層高
い信号品質が必要とされるので、アクセス端末は潜在的なターゲットアクセスポイントに
容易にハンドオーバされないことになる。
【００４５】
　[0053]アクセス端末は、ハンドオーバをトリガする前に第１のチャネル品質しきい値状
態がどのくらい長く満たされる必要があるかを制御する第１のトリガ時間しきい値を採用
し得る。たとえば、デフォルトで、第１のトリガ時間しきい値は、少なくとも１００ミリ
秒の間、潜在的なターゲットアクセスポイントのＲＳＳＩがサービングアクセスポイント
のＲＳＳＩよりも少なくとも１ｄＢ高い必要があることを指定し得る。
【００４６】
　[0054]ＦＨＯが検出されると、アクセス端末は、ＦＨＯの可能性を低減するために、第
１のトリガ時間しきい値を（たとえば、定義されたステップサイズだけ）増加させ得る。
このしきい値を増加させることによって、ハンドオーバをトリガするために、潜在的なタ
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ーゲットアクセスポイントからのより高い信号品質がより長い時間期間の間存在すること
が必要になるので、アクセス端末は潜在的なターゲットアクセスポイントに容易にハンド
オーバされないことになる。
【００４７】
　[0055]アクセス端末はまた、アクセス端末が潜在的なターゲットアクセスポイントの走
査を開始すべきかどうかを決定するために使用される第２のチャネル品質しきい値を採用
し得る。たとえば、デフォルトで、現在のサービングアクセスポイントのＲＳＳＩがある
レベル（たとえば－５０ｄｂ）よりも小さいかまたはそれに等しい場合、第２のチャネル
品質しきい値は、走査を開始すべきであることを指定し得る。
【００４８】
　[0056]ＦＨＯが検出されると、アクセス端末は、ＦＨＯの可能性を低減するために、第
２のチャネル品質しきい値を（たとえば、定義されたステップサイズだけ）減少させ得る
。このしきい値を減少させることによって、潜在的なターゲットの走査をトリガするため
に、現在のサービングアクセスポイントからのより一層低い信号品質が必要とされるので
、アクセス端末は潜在的なターゲットアクセスポイントに容易にハンドオーバされないこ
とになる。
【００４９】
　[0057]アクセス端末はまた、走査をトリガする前に第２のチャネル品質しきい値状態が
どのくらい長く満たされる必要があるかを制御する第２のトリガ時間しきい値を採用し得
る。たとえば、デフォルトで、第１のトリガ時間しきい値は、少なくとも１００ミリ秒の
間、サービングアクセスポイントのＲＳＳＩがしきい値量を下回る必要があることを指定
し得る。
【００５０】
　[0058]ＦＨＯが検出されると、アクセス端末は、ＦＨＯの可能性を低減するために、第
２のトリガ時間しきい値を（たとえば、定義されたステップサイズだけ）増加させ得る。
このしきい値を増加させることによって、潜在的なターゲットの走査をトリガするために
、サービングアクセスポイントからのより低い信号品質がより長い時間期間の間存在する
ことが必要になるので、アクセス端末は潜在的なターゲットアクセスポイントに容易にハ
ンドオーバされないことになる。
【００５１】
　[0059]次にＴＬＨＯに言及すると、アクセス端末は、ペアの特定のアクセスポイントか
らペアの他方のアクセスポイントへのアクセス端末のハンドオーバについてＴＬＨＯが発
生したかどうか（および場合によっては、発生したとき）の記録を維持する。注目すべき
ことに、アクセス端末は、２つのアクセスポイント間の（すなわち、第１のアクセスポイ
ントから第２のアクセスポイントへの、またはその逆も同様）可能な２つの異なるハンド
オーバ指示のために別個の情報およびハンドオーバパラメータを維持し得る。維持された
情報に基づいて、アクセス端末は、ＴＬＨＯが発生したかどうか、および場合によっては
、定義された時間期間にわたって（たとえば、最後の「Ｘ」時間内に）どのように得るＴ
ＬＨＯが発生したかを決定する。後者の場合、定義された時間期間中に発生したＴＬＨＯ
の数がしきい値よりも大きいかまたはそれに等しい（たとえば、２時間内に２つのＴＬＨ
Ｏ）場合、頻繁な遅すぎるハンドオーバ（Ｆ－ＴＬＨＯ：frequent too-late handover）
が示される。
【００５２】
　[0060]ＴＬＨＯ（またはＦ－ＴＬＨＯ）が示された場合、アクセス端末は、アクセス端
末をあるアクセスポイントから他のアクセスポイントにハンドオーバすべきかどうか、お
よび／またはどのようにハンドオーバすべきかを決定するために使用されるハンドオーバ
パラメータのうちの１つまたは複数を適応させることになる。したがって、アクセス端末
が将来これらの２つのアクセスポイントに関連付けられる場合、アクセス端末は適応され
たハンドオーバパラメータを使用することになる。
【００５３】
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　[0061]特定のハンドオーバパラメータがどのように適応され得るかを示すいくつかの例
は以下の通りである。便宜上、これらの例はＦ－ＴＬＨＯの検出を伴う。ただし、これら
の同じ概念がＴＬＨＯの検出に適用され得ることを諒解されたい。
【００５４】
　[0062]Ｆ－ＴＬＨＯが検出されると、アクセス端末は、Ｆ－ＴＬＨＯの可能性を低減す
るために、上記で説明した第１のチャネル品質しきい値を（たとえば、定義されたステッ
プサイズだけ）減少させ得る。このしきい値を減少させることによって、ハンドオーバを
トリガするために、（サービングアクセスポイントに対する）潜在的なターゲットアクセ
スポイントからのより低い信号品質が必要とされるので、アクセス端末は、潜在的なター
ゲットアクセスポイントに、より容易にハンドオーバされることになる。
【００５５】
　[0063]Ｆ－ＴＬＨＯが検出されると、アクセス端末は、Ｆ－ＴＬＨＯの可能性を低減す
るために、上記で説明した第１のトリガ時間しきい値を（たとえば、定義されたステップ
サイズだけ）減少させ得る。このしきい値を減少させることによって、ハンドオーバをト
リガする潜在的なターゲットアクセスポイントからの信号品質レベルがとして長い時間期
間の間存在する必要がないので、アクセス端末は、潜在的なターゲットアクセスポイント
に、より容易にハンドオーバされることになる。
【００５６】
　[0064]Ｆ－ＴＬＨＯが検出されると、アクセス端末は、Ｆ－ＴＬＨＯの可能性を低減す
るために、上記で説明した第２のチャネル品質しきい値を（たとえば、定義されたステッ
プサイズだけ）増加させ得る。このしきい値を増加させることによって、現在のサービン
グアクセスポイントは、潜在的なターゲットの走査を開始するようにアクセス端末がトリ
ガされることを防ぐために、より高い信号品質を維持する必要があるので、アクセス端末
は、潜在的なターゲットアクセスポイントに、より容易にハンドオーバされることになる
。
【００５７】
　[0065]Ｆ－ＴＬＨＯが検出されると、アクセス端末は、Ｆ－ＴＬＨＯの可能性を低減す
るために、上記で説明した第２のトリガ時間しきい値を（たとえば、定義されたステップ
サイズだけ）減少させ得る。このしきい値を減少させることによって、アクセス端末が潜
在的なターゲットの走査を開始するようにトリガされる前に第２のチャネル品質しきい値
を下回るサービングアクセスポイントからの信号品質の低下がとして長い時間期間の間存
在する必要がないので、アクセス端末は、潜在的なターゲットアクセスポイントに、より
容易にハンドオーバされることになる。
【００５８】
　[0066]ＴＥＨＯに関して、アクセス端末は、ペアの特定のアクセスポイントからペアの
他方のアクセスポイントへのアクセス端末のハンドオーバについてＴＥＨＯが発生したか
どうか（および場合によっては、発生したとき）の記録を維持する。この場合も、アクセ
ス端末は、２つのアクセスポイント間の（すなわち、第１のアクセスポイントから第２の
アクセスポイントへの、またはその逆も同様）可能な２つの異なるハンドオーバ指示のた
めに別個の情報およびハンドオーバパラメータを維持し得る。維持された情報に基づいて
、アクセス端末は、ＴＥＨＯが発生したかどうか、および場合によっては、定義された時
間期間にわたって（たとえば、最後の「Ｘ」時間内に）どのように得るＴＥＨＯが発生し
たかを決定する。後者の場合、定義された時間期間中に発生したＴＥＨＯの数がしきい値
よりも大きいかまたはそれに等しい（たとえば、２時間内に２つのＴＥＨＯ）場合、頻繁
な早すぎるハンドオーバ（Ｆ－ＴＥＨＯ：frequent too-early handover）が示される。
【００５９】
　[0067]ＴＥＨＯ（またはＦ－ＴＥＨＯ）が示された場合、アクセス端末は、アクセス端
末をあるアクセスポイントから他のアクセスポイントにハンドオーバすべきかどうか、お
よび／またはどのようにハンドオーバすべきかを決定するために使用されるハンドオーバ
パラメータのうちの１つまたは複数を適応させることになる。したがって、アクセス端末
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が将来これらの２つのアクセスポイントに関連付けられる場合、アクセス端末は適応され
たハンドオーバパラメータを使用することになる。
【００６０】
　[0068]特定のハンドオーバパラメータがどのように適応され得るかを示すいくつかの例
は以下の通りである。便宜上、これらの例はＦ－ＴＥＨＯの検出を伴う。ただし、これら
の同じ概念がＴＥＨＯの検出に適用され得ることを諒解されたい。
【００６１】
　[0069]Ｆ－ＴＥＨＯが検出されると、アクセス端末は、Ｆ－ＴＥＨＯの可能性を低減す
るために、上記で説明した第１のチャネル品質しきい値を（たとえば、定義されたステッ
プサイズだけ）増加させ得る。このしきい値を増加させることによって、ハンドオーバを
トリガするために、（サービングアクセスポイントに対する）潜在的なターゲットアクセ
スポイントからのより一層高い信号品質が必要とされるので、アクセス端末は潜在的なタ
ーゲットアクセスポイントに容易にハンドオーバされないことになる。
【００６２】
　[0070]Ｆ－ＴＥＨＯが検出されると、アクセス端末は、Ｆ－ＴＥＨＯの可能性を低減す
るために、上記で説明した第１のトリガ時間しきい値を（たとえば、定義されたステップ
サイズだけ）増加させ得る。このしきい値を増加させることによって、ハンドオーバをト
リガするために、潜在的なターゲットアクセスポイントからのより高い信号品質がより長
い時間期間の間存在することが必要になるので、アクセス端末は潜在的なターゲットアク
セスポイントに容易にハンドオーバされないことになる。
【００６３】
　[0071]Ｆ－ＴＥＨＯが検出されると、アクセス端末は、Ｆ－ＴＥＨＯの可能性を低減す
るために、上記で説明した第２のチャネル品質しきい値を（たとえば、定義されたステッ
プサイズだけ）減少させ得る。このしきい値を減少させることによって、潜在的なターゲ
ットの走査をトリガするために、現在のサービングアクセスポイントからのより一層低い
信号品質が必要とされるので、アクセス端末は潜在的なターゲットアクセスポイントに容
易にハンドオーバされないことになる。
【００６４】
　[0072]Ｆ－ＴＥＨＯが検出されると、アクセス端末は、Ｆ－ＴＥＨＯの可能性を低減す
るために、上記で説明した第２のトリガ時間しきい値を（たとえば、定義されたステップ
サイズだけ）増加させ得る。このしきい値を増加させることによって、潜在的なターゲッ
トの走査をトリガするために、サービングアクセスポイントからのより低い信号品質がよ
り長い時間期間の間存在することが必要になるので、アクセス端末は潜在的なターゲット
アクセスポイントに容易にハンドオーバされないことになる。
【００６５】
　[0073]次に図２のブロック２０６を参照すると、上述のように、アクセス端末は、アク
セスポイントの対応するペア間のアクセス端末のハンドオーバのために（１つまたは複数
の）適応されたハンドオーバパラメータを使用する。
【００６６】
　[0074]適応の後にハンドオーバ問題が持続する場合、ハンドオーバパラメータの適応は
繰り返され得る。たとえば、後続のハンドオーバ動作のために、アクセス端末はハンドオ
ーバイベントの記録を維持し（ブロック２０２）、さらに、保証される場合、（１つまた
は複数の）ハンドオーバパラメータを適応させる（ブロック２０４）。
【００６７】
　[0075]ブロック２０８によって表されるように、アクセス端末は、後続のハンドオーバ
動作中に使用するために、適応されたハンドオーバパラメータを場合によっては記憶する
。いくつかの実装形態では、ハンドオーバパラメータのあらゆる適応が記憶される。たと
えば、アクセスポイントの所与のペアについてハンドオーバパラメータ適応が発生したと
アクセス端末が決定した場合、アクセス端末は、アクセス端末が、将来、対応するアクセ
スポイントに関連付けられるときはいつでも使用するために（１つまたは複数の）適応さ
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れたハンドオーバパラメータを記憶し得る。いくつかの実装形態では、ハンドオーバパラ
メータの適応があまりに頻繁に発生する場合のみ、そのハンドオーバパラメータは記憶さ
れ得る。たとえば、アクセス端末は、ある時間期間の間（たとえば、数秒、数分、数時間
など）の履歴を維持し得る。アクセスポイントの所与のペアについてハンドオーバパラメ
ータ適応があまりに頻繁に発生するとアクセス端末が次いで決定した場合、アクセス端末
は、アクセス端末が、将来、対応するアクセスポイントに関連付けられるときはいつでも
使用するために（１つまたは複数の）適応されたハンドオーバパラメータを記憶し得る。
たとえば、適応の数がしきい値数を満たすかまたは超える場合、アクセス端末は（１つま
たは複数の）ハンドオーバパラメータを記憶し得る。
【００６８】
　[0076]ブロック２１０によって表されるように、ある時点において、適応されたハンド
オーバパラメータを削除する（たとえば、忘れる）。たとえば、定義された時間期間の間
（たとえば、改善されたハンドオーバパラメータにより、またはアクセス端末がいずれの
アクセスポイントにも関連しないことにより）所与のアクセスポイントペアに関連するハ
ンドオーバ問題がない場合、アクセス端末においてメモリスペースを温存するために、適
応されたそのペアのためのハンドオーバパラメータは削除され得る（たとえば、適応され
たハンドオーバパラメータのために前に割り振られたメモリスペースは割振り解除される
）。その後、（たとえば、システムによって指定された）ハンドオーバパラメータのデフ
ォルト値はアクセス端末のハンドオーバのために使用され得る。
【００６９】
　[0077]また、いくつかの実装形態では、ハンドオーバパラメータはその後の使用のため
に維持されないことがあることを諒解されたい。たとえば、所与のアクセスポイントペア
の両方のアクセスポイントを出た後に、アクセス端末が再びそれらのアクセスポイントに
関連する場合、アクセス端末はデフォルトハンドオーバパラメータを最初に使用し得る。
【００７０】
　[0078]上記を念頭において、図３～図６に、本明細書の教示による、ハンドオーバパラ
メータ適応を可能にするために採用され得るさらなる詳細の例を示す。説明のために、こ
れらの動作をアクセス端末（たとえば、ＩＥＥＥ８０２．１１ベースのＳＴＡ）によって
実行されるものとして説明する。ただし、これらの動作は、ハンドオーバの対象となる何
らかの他のタイプの装置によって実行され得ることを諒解されたい。さらに、ハンドオー
バの対象になると見なされる、処理システム、ＡＳＩＣ、システムオンチップなどの装置
（たとえば、アクセス端末または他の装置の構成要素）は、これらの動作を実行し得る。
また、説明の目的で、以下の動作をアクセスポイントの単一のペアについて説明する。適
用可能な各アクセスポイントペアのために同等の動作が実行され得る。
【００７１】
　[0079]最初に図３を参照すると、いくつかの態様では、このフローチャートは、ハンド
オーバパラメータを適応させることとともに採用され得る例示的な動作について説明する
。
【００７２】
　[0080]ブロック３０２によって表されるように、アクセス端末は、ある時間期間にわた
って第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントの間でハンドオーバされる。本明
細書で説明するように、これは繰り返し発生し得る。
【００７３】
　[0081]第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントとの間のアクセス端末の各ハ
ンドオーバとともに、アクセス端末は、アクセスポイント間のハンドオーバに関連する信
号を受信する。いくつかの態様では、受信された信号はハンドオーバの成功または失敗を
示し得る（たとえば、ハンドオーバ完了メッセージ、ハンドオーバ失敗メッセージ、無線
リンク失敗メッセージなど）。
【００７４】
　[0082]ブロック３０４によって表されるように、アクセス端末は、第１のアクセスポイ
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ントと第２のアクセスポイントとの間のアクセス端末のハンドオーバに関連するハンドオ
ーバ問題の少なくとも１回の発生を検出する。本明細書で説明するように、アクセス端末
の一部上のアクションは、ハンドオーバ問題の１回の発生を検出すると、またはハンドオ
ーバ問題の数回の発生を検出するとトリガされ得る。後者の場合の一例として、いくつか
の実装形態では、アクセス端末は、第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントと
の間のアクセス端末のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題の発生頻度を決定する。
ハンドオーバ問題の発生の検出は、たとえば、ハンドオーバ問題が発生したかどうかを決
定するために、ハンドオーバ関連の信号、および場合によっては、アクセス端末における
動作を監視することを伴い得る。したがって、いくつかの態様では、アクセス端末は、ブ
ロック３０２において受信された信号、および場合によっては他の受信された信号に基づ
いて、ハンドオーバ問題の発生を検出する。
【００７５】
　[0083]上述のように、ハンドオーバ問題は様々な形態を取り得る。たとえば、ハンドオ
ーバ問題は、第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントとの間の頻繁なハンドオ
ーバを伴い得る。別の例として、ハンドオーバ問題は、失敗したハンドオーバ（たとえば
、遅すぎるハンドオーバまたは早すぎるハンドオーバ）を伴い得る。
【００７６】
　[0084]ブロック３０６によって表されるように、アクセス端末は、ハンドオーバ問題の
少なくとも１回の発生の検出がしきい値テストを満たすかどうかを決定し得る。たとえば
、いくつかの実装形態では、アクセス端末は、ハンドオーバ問題の１回の発生が検出され
たかどうかを決定する。いくつかの実装形態では、アクセス端末は、指定された数のハン
ドオーバ問題が検出されたかどうかを決定する。ブロック３０４においてアクセス端末が
ハンドオーバ問題の発生頻度を決定する一実装形態では、ブロック３０６の動作は、アク
セス端末が決定された頻度を頻度しきい値と比較することを伴い得る。
【００７７】
　[0085]ブロック３０８によって表されるように、ハンドオーバ問題が必須の回数（たと
えば、１回またはそれ以上）発生しなかったかまたはあまり頻繁に発生しない場合、アク
セス端末は、適応されたハンドオーバパラメータが削除されるべきであるかどうかを確認
し得、その後、アクセス端末は、第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントとの
間の後続のハンドオーバ動作のために各ハンドオーバパラメータのデフォルト値を使用す
ることに戻ることになる。たとえば、本明細書で説明するように、ハンドオーバ問題が一
定の時間期間の間なかった場合、適応されたハンドオーバパラメータは削除され得る。動
作フローは、次いでブロック３０２および３０４に戻り得、そこでアクセス端末は、それ
のハンドオーバ動作を監視し続ける。
【００７８】
　[0086]ブロック３１０によって表されるように、ブロック３０６のテストの結果が、ハ
ンドオーバ問題を緩和するためにアクションが取られるべきであることを示す場合、アク
セス端末は、第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントとの間のアクセス端末の
ハンドオーバのために使用される少なくとも１つのハンドオーバパラメータを適応させる
。したがって、少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応は、ハンドオーバ問題の
１回または複数回の発生の検出に基づく。たとえば、いくつかの実装形態では、ハンドオ
ーバ問題が検出されたときはいつでも、ハンドオーバパラメータが適応される。別の例と
して、いくつかの実装形態では、少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応は、ハ
ンドオーバ問題の決定された発生頻度に基づく。たとえば、（１つまたは複数の）ハンド
オーバパラメータの適応は、ハンドオーバ問題の発生頻度がしきい値頻度よりも大きいか
またはそれに等しい場合にトリガされ得る。
【００７９】
　[0087]ブロック３１２によって表されるように、アクセス端末は、（１つまたは複数の
）適応されたハンドオーバパラメータを場合によっては記憶する。動作フローは、次いで
ブロック３０２および３０４に戻り得、そこでアクセス端末は、それのハンドオーバ動作
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を監視し続ける。
【００８０】
　[0088]次に図４を参照すると、いくつかの態様では、このフローチャートは、ハンドオ
ーバパラメータを記憶するかどうかを決定することとともに採用され得る例示的な動作に
ついて説明する。
【００８１】
　[0089]ブロック４０２によって表されるように、アクセス端末は、第１のアクセスポイ
ントと第２のアクセスポイントとの間のアクセス端末のハンドオーバに関連する少なくと
も１つのハンドオーバパラメータの適応の少なくとも１回の発生を検出する。本明細書で
説明するように、アクセス端末の一部上のアクションは、ハンドオーバパラメータ適応の
１回の発生を検出すると、またはハンドオーバパラメータ適応の数回の発生を検出すると
トリガされ得る。後者の場合の一例として、いくつかの実装形態では、アクセス端末は、
少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の発生頻度を決定する。ハンドオーバパ
ラメータ適応の発生の検出は、たとえば、ハンドオーバパラメータ適応を実行する機能（
たとえば、処理システムによって実行されるプロセス）が、適応されたハンドオーバパラ
メータの記憶を制御する別の機能に適応の指示を与えることを伴い得る。
【００８２】
　[0090]ブロック４０４によって表されるように、アクセス端末は、１つまたは複数のハ
ンドオーバパラメータの適応の少なくとも１回の発生の検出がしきい値テストを満たすか
どうかを決定し得る。たとえば、いくつかの実装形態では、アクセス端末は、ハンドオー
バパラメータ適応の１回の発生が検出されたかどうかを決定する。いくつかの実装形態で
は、アクセス端末は、指定された数のハンドオーバパラメータ適応が検出されたかどうか
を決定する。ブロック４０２においてアクセス端末がハンドオーバパラメータ適応の発生
頻度を決定する一実装形態では、ブロック４０４の動作は、アクセス端末が決定された頻
度を頻度しきい値と比較することを伴い得る。
【００８３】
　[0091]ブロック４０６によって表されるように、ハンドオーバパラメータ適応が必須の
回数（たとえば、１回またはそれ以上）発生しなかったかまたはあまり頻繁に発生しない
場合、アクセス端末は、記憶されたハンドオーバパラメータが削除されるべきであるかど
うかを確認し得、その後、アクセス端末は、第１のアクセスポイントと第２のアクセスポ
イントとの間の後続のハンドオーバ動作のために各ハンドオーバパラメータのデフォルト
値を使用することに戻ることになる。たとえば、ハンドオーバパラメータ適応の頻度が一
定の時間期間の間しきい値レベルを下回ったままである場合、記憶されたハンドオーバパ
ラメータは削除され得る。動作フローは、次いでブロック４０２および４０４に戻り得、
そこでアクセス端末は、それのハンドオーバパラメータが適応されているかどうか（たと
えば、適応される頻度）を監視し続ける。
【００８４】
　[0092]ブロック４０８によって表されるように、ブロック４０４のテストの結果が、ハ
ンドオーバパラメータ適応が発生したかまたはあまりに頻繁に発生している発生すること
を示す場合、アクセス端末は適応された少なくとも１つのハンドオーバパラメータを記憶
する。したがって、ハンドオーバパラメータが適応された結果として、適応されたハンド
オーバパラメータが記憶される。たとえば、いくつかの実装形態では、ハンドオーバパラ
メータが適応されたときはいつでも、ハンドオーバパラメータが記憶される。別の例とし
て、いくつかの実装形態では、適応されたハンドオーバパラメータの記憶は、ハンドオー
バパラメータ適応の決定された発生頻度に基づく。たとえば、適応されたハンドオーバパ
ラメータは、適応の発生頻度がしきい値頻度よりも大きいかまたはそれに等しい場合に記
憶され得る。
【００８５】
　[0093]ブロック４１０によって表されるように、アクセス端末は、次いで、第１のアク
セスポイントと第２のアクセスポイントとの間のアクセス端末の後続のハンドオーバのた
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めに、記憶された少なくとも１つのハンドオーバパラメータを使用し得る。
【００８６】
　[0094]図５を参照すると、いくつかの態様では、このフローチャートは、アクセス端末
を別のアクセスポイントにハンドオーバすべきかどうかを決定するために、記憶されたハ
ンドオーバパラメータを使用することとともに採用され得る例示的な動作について説明す
る。
【００８７】
　[0095]ブロック５０２によって表されるように、アクセス端末は、アクセス端末におい
て少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを記憶する。本明細書で説明する
ように、少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータは、アクセスポイントの指
定されたペア間のアクセス端末のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和するた
めに指定される。また本明細書で説明するように、（１つまたは複数の）適応されたハン
ドオーバパラメータのこの記憶は、アクセスポイントの指定されたペア間のアクセス端末
のハンドオーバに関連する少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の少なくとも
１回の発生の検出に基づいてトリガされ得る。たとえば、記憶は、（１つまたは複数の）
ハンドオーバパラメータの１回の適応、（１つまたは複数の）ハンドオーバパラメータの
適応の発生頻度の決定などに基づいてトリガされ得る。
【００８８】
　[0096]ブロック５０４によって表されるように、アクセス端末は、アクセス端末を、ア
クセスポイントの指定されたペアの第１のアクセスポイントからアクセスポイントの指定
されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバすべきかどうかを決定する。本明細
書で説明するように、この決定は、記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバ
パラメータに基づく。たとえば、アクセス端末は、ハンドオーバをトリガすべきかどうか
を決定するために、適応されたヒステリシスパラメータおよび／または適応されたトリガ
時間パラメータを使用し得る。
【００８９】
　[0097]いくつかの態様では、アクセス端末をハンドオーバすべきかどうかの決定は、受
信された信号に基づき得る。上記のように、アクセス端末は、アクセスポイントから信号
を受信して、アクセスポイントによって与えられる相対品質を（たとえば、アクセスポイ
ントからの信号の受信信号品質を測定することによって）決定し得る。たとえば、少なく
とも１つの適応されたハンドオーバパラメータがターゲットアクセスポイントを識別する
ための信号品質しきい値を備える場合、アクセス端末をハンドオーバすべきかどうかの決
定は、潜在的なターゲットアクセスポイントから信号を受信することと、潜在的なターゲ
ットアクセスポイントがアクセスポイントの指定されたペアのうちの１つであるかどうか
を決定することと、受信信号の信号品質が信号品質しきい値を満たすのかまたは超えるの
かを決定することとを備え得る。別の例として、少なくとも１つの適応されたハンドオー
バパラメータがターゲットアクセスポイントの走査をトリガするための信号品質しきい値
を備える場合、アクセス端末をハンドオーバすべきかどうかの決定（特に、ターゲットア
クセスポイントの走査をトリガすべきかどうかの決定）は、アクセス端末のための現在の
サービングアクセスポイントからの信号を受信することと、現在のサービングアクセスポ
イントがアクセスポイントの指定されたペアのうちの１つであるかどうかを決定すること
と、受信信号の信号品質が信号品質しきい値を満たすのかまたは下回るのかを決定するこ
ととを備え得る。
【００９０】
　[0098]ブロック５０６および５０８によって表されるように、ある後の時点において、
アクセス端末は、記憶された（１つまたは複数の）適応されたハンドオーバパラメータを
維持すべきかどうかを決定する。ブロック５０６によって表されるように、アクセス端末
は、記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが最後の使用以来使
用されなかった時間期間を決定する。ブロック５０８によって表されるように、時間期間
がしきい値時間期間よりも大きいかまたはそれに等しい場合に、アクセス端末は、記憶さ
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れた少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを削除する。
【００９１】
　[0099]図６を参照すると、いくつかの態様では、このフローチャートは、記憶されたハ
ンドオーバパラメータを使用するのかまたはデフォルトハンドオーバパラメータを使用す
るのかを決定することとともに採用され得る例示的な動作について説明する。
【００９２】
　[00100]ブロック６０２によって表されるように、アクセス端末は、アクセスポイント
に関連したと決定する。たとえば、そのアクセス端末は、アクセスポイントとの関連付け
プロシージャを完了したときはいつでも、適切な指示を生成し得る。
【００９３】
　[00101]ブロック６０４によって表されるように、アクセス端末は、アクセスポイント
が、それの記憶された（すなわち、適応された）ハンドオーバパラメータがアクセス端末
によって維持されているアクセスポイントの指定されたペアのうちの１つであるかどうか
を決定する。たとえば、アクセス端末は、現在のサービングアクセスポイントおよび新た
に関連付けられたアクセスポイントが、それの適応されたハンドオーバパラメータが現在
記憶されているアクセスポイントペアのうちの１つであるかどうかを決定するために、デ
ータベースを検査し得る。
【００９４】
　[00102]ブロック６０６によって表されるように、アクセスポイントがアクセスポイン
トの指定されたペアのうちの１つである場合、アクセス端末は、アクセスポイントに関す
るハンドオーバ決定のために、記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラ
メータを使用することを選択する。
【００９５】
　[00103]ブロック６０８によって表されるように、アクセスポイントがアクセスポイン
トの指定されたペアのうちの１つでない場合、アクセス端末は、アクセスポイントに関す
るハンドオーバ決定のために、少なくとも１つのデフォルトハンドオーバパラメータを使
用することを代わりに選択する。
【００９６】
　[00104]図７に、本明細書で教示するパラメータ適応動作を実行するために（たとえば
、図１のアクセス端末１０２に対応する）装置７０２に組み込まれ得る（対応するブロッ
クによって表される）いくつかの例示的な構成要素を示す。これらの構成要素は、異なる
実装形態では異なるタイプの装置において（たとえば、ＡＳＩＣにおいて、システムオン
チップ（ＳｏＣ）において、などで）実装され得ることを諒解されたい。説明する構成要
素はまた、通信システム中の他のノードに組み込まれ得る。たとえば、システム中の他の
ノードは、同様の機能を与えるために装置７０２について説明するものと同様の構成要素
を含み得る。また、所与のノードが、説明する構成要素のうちの１つまたは複数を含んで
いることがある。たとえば、装置は、装置が複数のキャリア上で動作し、および／または
異なる技術によって通信することを可能にする、複数のトランシーバ構成要素を含み得る
。
【００９７】
　[00105]装置７０２は、少なくとも１つの指定された無線アクセス技術を介して他のノ
ードと通信するための（通信デバイス７０４によって表される）少なくとも１つのワイヤ
レス通信デバイスを含む。通信デバイス７０４は、信号（たとえば、ハンドオーバに関連
する信号、メッセージ、報告、指示、情報など）を送るための少なくとも１つの送信機７
０６と、信号（たとえば、ハンドオーバに関連する信号、パラメータ、メッセージ、要求
、パイロット信号、指示、情報など）を受信するための少なくとも１つの受信機７０８と
を含む。送信機７０６および受信機７０８は、いくつかの実装形態では、（たとえば、単
一の通信デバイスの送信機回路および受信機回路として組み込まれる）集積デバイスを備
え得、いくつかの実装形態では、別個の送信機デバイスおよび別個の受信機デバイスを備
え得、または他の実装形態では他の方法で組み込まれ得る。



(20) JP 6231134 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

【００９８】
　[00106]装置７０２はまた、本明細書で教示するパラメータ適応動作に関連して使用さ
れ得る他の構成要素を含む。たとえば、装置７０２は、パラメータ適応に関係する機能を
与えるための、および他の処理機能を与えるための処理システム７１０を含む。そのよう
な機能の例としては、ハンドオーバ問題の少なくとも１回の発生を検出することと、ハン
ドオーバ問題の発生頻度を決定することと、少なくとも１つのハンドオーバパラメータを
適応させることと、少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の発生頻度を決定す
ることと、少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の少なくとも１回の発生を検
出することと、少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを記憶することと、
記憶された少なくとも１つのハンドオーバパラメータを使用することと、頻繁なハンドオ
ーバを検出することと、アクセス端末をハンドオーバすべきかどうかを決定することと、
記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが使用されなかった時間
期間を決定することと、記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータ
を削除することと、少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの記憶をトリガ
することと、アクセス端末がアクセスポイントに関連したと決定することと、アクセスポ
イントがアクセスポイントの指定されたペアのうちの１つであるかどうかを決定すること
と、ハンドオーバ決定のために、記憶された少なくとも１つのハンドオーバパラメータを
使用することを選択することと、またはターゲットアクセスポイントの走査をトリガすべ
きかどうかを決定することとのうちの１つまたは複数を含む。装置７０２はまた、情報（
たとえば、情報、ハンドオーバパラメータ、しきい値、他のパラメータなど）を維持する
ための（たとえば、メモリデバイスを含む）メモリ構成要素７１２を含む。さらに、装置
７０２は、指示（たとえば、可聴および／または視覚的指示）をユーザに与えるため、お
よび／または（たとえば、感知デバイスそのようなキーパッド、タッチスクリーン、マイ
クロフォンなどをユーザが作動すると）ユーザ入力を受信するためのユーザインターフェ
ースデバイス７１４を含む。
【００９９】
　[00107]便宜上、装置７０２は、図７では、本明細書で説明する様々な例において使用
され得る構成要素を含むものとして示されている。実際には、図示したブロックは、異な
る実装形態では異なる機能を有し得る。たとえば、図３に基づくブロック７１０の機能は
、図５に基づく機能とは異なり得る。
【０１００】
　[00108]図７の構成要素は様々な方法で実装され得る。いくつかの実装形態では、図７
の構成要素は、たとえば、１つまたは複数のプロセッサ、および／または（１つまたは複
数のプロセッサを含み得る）１つまたは複数のＡＳＩＣなど、１つまたは複数の回路にお
いて実装され得る。ここで、各回路は、この機能を与えるために回路によって使用される
情報または実行可能コードを記憶するための少なくとも１つのメモリ構成要素を使用し、
および／または組み込み得る。たとえば、ブロック７０４、７１０、７１２、および７１
４によって表される機能の一部または全部は、装置のプロセッサと（１つまたは複数の）
メモリ構成要素とによって（たとえば、適切なコードの実行によっておよび／またはプロ
セッサ構成要素の適切な構成によって）実装され得る。
【０１０１】
　[00109]図８に、ＭＩＭＯシステム８００のワイヤレスノードのペアにおいて採用され
得る例示的な構成要素をより詳細に示す。この例では、ワイヤレスノードは、ワイヤレス
デバイス８１０（たとえば、アクセスポイント）およびワイヤレスデバイス８５０（たと
えば、アクセス端末）として標示される。ＭＵ－ＭＩＭＯシステムがワイヤレスデバイス
８５０と同様の他のデバイス（たとえば、アクセス端末）を含むことを諒解されたい。た
だし、図８の複雑さを低減するために、ただ１つのそのようなデバイスが示されている。
【０１０２】
　[00110]ＭＩＭＯシステム８００は、データ送信のために複数（ＮT個）の送信アンテナ
と複数（ＮR個）の受信アンテナとを採用する。ＮT個の送信アンテナとＮR個の受信アン
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テナとによって形成されるＭＩＭＯチャネルは、空間チャネルとも呼ばれるＮS個の独立
チャネルに分解され、ただし、ＮS≦ｍｉｎ｛ＮT，ＮR｝である。
【０１０３】
　[00111]ＭＩＭＯシステム８００は時分割複信（ＴＤＤ）および／または周波数分割複
信（ＦＤＤ）をサポートする。ＴＤＤシステムでは、順方向リンク送信と逆方向リンク送
信とが同じ周波数領域上で行われるので、相反定理により逆方向リンクチャネルからの順
方向リンクチャネルの推定が可能である。これにより、複数のアンテナがアクセスポイン
トにおいて利用可能であるとき、アクセスポイントは順方向リンク上で送信ビームフォー
ミング利得を抽出することが可能になる。
【０１０４】
　[00112]最初にデバイス８１０を参照すると、いくつかのデータストリームのトラフィ
ックデータが、データソース８１２から送信（ＴＸ）データプロセッサ８１４に与えられ
る。各データストリームは、次いで、それぞれの送信アンテナを介して送信される。
【０１０５】
　[00113]ＴＸデータプロセッサ８１４は、コード化データを与えるために各データスト
リーム用に選択された特定のコーディング方式に基づいて、そのデータストリームごとに
トラフィックデータをフォーマットし、コーディングし、インターリーブする。各データ
ストリームのコード化データは、ＯＦＤＭ技法または他の好適な技法を使用してパイロッ
トデータと多重化される。パイロットデータは、一般に、知られている方法で処理され、
チャネル応答を推定するために受信機システムにおいて使用される知られているデータパ
ターンである。各データストリームの多重化されたパイロットデータおよびコード化デー
タは、次いで、変調シンボルを与えるために、そのデータストリーム用に選択された特定
の変調方式（たとえば、ＢＰＳＫ、ＱＳＰＫ、Ｍ－ＰＳＫ、またはＭ－ＱＡＭ）に基づい
て変調（すなわち、シンボルマッピング）される。各データストリームのデータレート、
コーディング、および変調は、一般に、プロセッサ８３０によって実行される命令によっ
て決定され得る。メモリ８３２は、プロセッサ８３０またはデバイス８１０の他の構成要
素によって使用されるプログラムコード、データ、および他の情報を記憶する。
【０１０６】
　[00114]すべてのデータストリームの変調シンボルが、次いで、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセ
ッサ８２０に与えられ、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ８２０は（たとえば、ＯＦＤＭ用に）
その変調シンボルをさらに処理する。ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ８２０は、次いで、ＮT

個の変調シンボルストリームをＮT個のトランシーバ（ＸＣＶＲ）８２２Ａ～８２２Ｔに
与える。いくつかの態様では、ＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ８２０は、データストリームの
シンボルと、シンボルがそこから送信されているアンテナとにビームフォーミング重みを
適用する。
【０１０７】
　[00115]各トランシーバ８２２は、それぞれのシンボルストリームを受信し、処理して
、１つまたは複数のアナログ信号を与え、さらに、そのアナログ信号を調整（たとえば、
増幅、フィルタ処理、およびアップコンバート）して、ＭＩＭＯチャネルを介して送信す
るのに適した被変調信号を与える。トランシーバ８２２Ａ～８２２ＴからのＮT個の被変
調信号は、次いで、それぞれＮT個のアンテナ８２４Ａ～８２４Ｔから送信される。
【０１０８】
　[00116]デバイス８５０において、送信された被変調信号はＮR個のアンテナ８５２Ａ～
８５２Ｒによって受信され、各アンテナ８５２からの受信信号は、それぞれのトランシー
バ（ＸＣＶＲ）８５４Ａ～８５４Ｒに与えられる。各トランシーバ８５４は、それぞれの
受信信号を調整（たとえば、フィルタ処理、増幅、およびダウンコンバート）し、調整さ
れた信号をデジタル化してサンプルを与え、さらにそれらのサンプルを処理して、対応す
る「受信」シンボルストリームを与える。
【０１０９】
　[00117]受信（ＲＸ）データプロセッサ８６０が、次いで、ＮR個のトランシーバ８５４
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からＮR個の受信シンボルストリームを受信し、特定の受信機処理技法に基づいて処理し
て、ＮT個の「検出」シンボルストリームを与える。ＲＸデータプロセッサ８６０は、次
いで、各検出シンボルストリームを復調し、デインターリーブし、復号して、データスト
リームのトラフィックデータを復元する。ＲＸデータプロセッサ８６０による処理は、デ
バイス８１０におけるＴＸ　ＭＩＭＯプロセッサ８２０およびＴＸデータプロセッサ８１
４によって実行される処理を補足する。
【０１１０】
　[00118]プロセッサ８７０は、どのプリコーディング行列を使用すべきかを周期的に決
定する（以下で説明する）。プロセッサ８７０は、行列インデックス部分とランク値部分
とを備える逆方向リンクメッセージを作成する。メモリ８７２は、プロセッサ８７０また
はデバイス８５０の他の構成要素によって使用されるプログラムコード、データ、および
他の情報を記憶する。
【０１１１】
　[00119]逆方向リンクメッセージは、通信リンクおよび／または受信データストリーム
に関する様々なタイプの情報を備える。逆方向リンクメッセージは、データソース８３６
からいくつかのデータストリームのトラフィックデータをも受信するＴＸデータプロセッ
サ８３８によって処理され、変調器８８０によって変調され、トランシーバ８５４Ａ～８
５４Ｒによって調整され、デバイス８１０に戻される。
【０１１２】
　[00120]デバイス８１０において、デバイス８５０からの被変調信号は、アンテナ８２
４によって受信され、トランシーバ８２２によって調整され、復調器（ＤＥＭＯＤ）８４
０によって復調され、ＲＸデータプロセッサ８４２によって処理されて、デバイス８５０
によって送信された逆方向リンクメッセージが抽出される。プロセッサ８３０は、次いで
、抽出されたメッセージを処理することによって、ビームフォーミング重みを決定するた
めにどのプリコーディング行列を使用すべきかを決定する。
【０１１３】
　[00121]いくつかの実装形態では、受信データプロセッサ８６０および／またはプロセ
ッサ８７０は、本明細書で説明するハンドオーバパラメータ適応動作を実行する。いくつ
かの実装形態では、これらの動作が、図８の他の構成要素と協働しておよび／または図８
の他の構成要素によって実行され得ることを諒解されたい。
【０１１４】
　[00122]ワイヤレスノードは、ワイヤレスノードによって送信されるまたはワイヤレス
ノードにおいて受信される信号に基づいて機能を実行する様々な構成要素を含み得る。た
とえば、いくつかの実装形態では、本明細書で教示するように、ワイヤレスノードは、受
信信号に基づいて指示を出力するように構成されたユーザインターフェースを備える。
【０１１５】
　[00123]本明細書で教示するワイヤレスノードは、好適なワイヤレス通信技術に基づく
か、またはさもなければそれをサポートする、１つまたは複数のワイヤレス通信リンクを
介して通信し得る。たとえば、いくつかの態様では、ワイヤレスノードは、ローカルエリ
アネットワーク（たとえば、Ｗｉ－Ｆｉ（登録商標）ネットワーク）またはワイドエリア
ネットワークなど、ネットワークに関連し得る。この目的で、ワイヤレスノードは、たと
えば、Ｗｉ－Ｆｉ、ＷｉＭＡＸ（登録商標）、ＣＤＭＡ、ＴＤＭＡ、ＯＦＤＭ、およびＯ
ＦＤＭＡなど、様々なワイヤレス通信技術、プロトコル、または規格のうちの１つまたは
複数をサポートするか、またはさもなければ使用し得る。同様に、ワイヤレスノードは、
様々な対応する変調方式または多重化方式のうちの１つまたは複数をサポートするか、ま
たはさもなければ使用し得る。したがって、ワイヤレスノードは、上記または他のワイヤ
レス通信技術を使用して１つまたは複数のワイヤレス通信リンクを確立し、それを介して
通信するための適切な構成要素（たとえば、エアインターフェース）を含み得る。たとえ
ば、デバイスは、ワイヤレス媒体上での通信を可能にする様々な構成要素（たとえば、信
号生成器および信号プロセッサ）を含み得る、関連付けられた送信機構成要素と受信機構
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成要素とをもつワイヤレストランシーバを備え得る。
【０１１６】
　[00124]本明細書の教示は、様々な装置（たとえば、ノード）に組み込まれ得る（たと
えば、それらの装置内に実装されるか、またはそれらの装置によって実行され得る）。い
くつかの態様では、本明細書の教示に従って実装されるノード（たとえば、ワイヤレスノ
ード）はアクセスポイントまたはアクセス端末を備え得る。
【０１１７】
　[00125]たとえば、アクセス端末は、ユーザ機器、加入者局、加入者ユニット、移動局
、モバイル、モバイルノード、リモート局、リモート端末、ユーザ端末、ユーザエージェ
ント、ユーザデバイス、または何らかの他の用語を備えるか、それらのいずれかとして実
装されるか、あるいはそれらのいずれかとして知られていることがある。いくつかの実装
形態では、アクセス端末は、セルラー電話、コードレス電話、セッション開始プロトコル
（ＳＩＰ）電話、ワイヤレスローカルループ（ＷＬＬ）局、携帯情報端末（ＰＤＡ）、ワ
イヤレス接続機能を有するハンドヘルドデバイス、またはワイヤレスモデムに接続された
何らかの他の好適な処理デバイスを備え得る。したがって、本明細書で教示する１つまた
は複数の態様は、電話（たとえば、セルラーフォンまたはスマートフォン）、コンピュー
タ（たとえば、ラップトップ）、ポータブル通信デバイス、ポータブルコンピューティン
グデバイス（たとえば、個人情報端末）、エンターテインメントデバイス（たとえば、音
楽デバイス、ビデオデバイス、または衛星ラジオ）、全地球測位システムデバイス、また
はワイヤレス媒体を介して通信するように構成された他の好適なデバイスに組み込まれ得
る。
【０１１８】
　[00126]アクセスポイントは、ノードＢ、ｅノードＢ、無線ネットワークコントローラ
（ＲＮＣ）、基地局（ＢＳ）、無線基地局（ＲＢＳ）、基地局コントローラ（ＢＳＣ）、
送受信基地局（ＢＴＳ）、トランシーバ機能（ＴＦ）、無線トランシーバ、無線ルータ、
基本サービスセット（ＢＳＳ）、拡張サービスセット（ＥＳＳ）、マクロセル、マクロノ
ード、ホームｅＮＢ（ＨｅＮＢ）、フェムトセル、フェムトノード、ピコノード、または
何らかの他の同様の用語を備えるか、それらのいずれかとして実装されるか、あるいはそ
れらのいずれかとして知られていることがある。
【０１１９】
　[00127]いくつかの態様では、ワイヤレスノードは、通信システムのためのアクセスデ
バイス（たとえば、アクセスポイント）を備える。そのようなアクセスデバイスは、たと
えば、ワイヤードまたはワイヤレス通信リンクを介した、別のネットワーク（たとえば、
インターネットまたはセルラーネットワークなど、ワイドエリアネットワーク）への接続
性を与える。したがって、アクセスデバイスは、別のデバイス（たとえば、ワイヤレス局
）が他のネットワークまたは何らかの他の機能にアクセスできるようにする。さらに、そ
れらのデバイスのうちの一方または両方はポータブルであるか、または場合によっては比
較的非ポータブルであり得ることを諒解されたい。また、ワイヤレスノードは、適切な通
信インターフェースを介して非ワイヤレス方式で（たとえば、ワイヤード接続を介して）
情報を送信および／または受信することもでき得ることを諒解されたい。
【０１２０】
　[00128]本明細書の教示は、様々なタイプの通信システムおよび／またはシステム構成
要素に組み込まれ得る。いくつかの態様では、本明細書の教示は、利用可能なシステムリ
ソースを共有することによって（たとえば、帯域幅、送信電力、コーディング、インター
リービングなどのうちの１つまたは複数を指定することによって）、複数のユーザとの通
信をサポートすることが可能な多元接続システムにおいて採用され得る。たとえば、本明
細書の教示は、符号分割多元接続（ＣＤＭＡ：Code Division Multiple Access）システ
ム、マルチキャリアＣＤＭＡ（ＭＣＣＤＭＡ：Multiple-Carrier CDMA）、広帯域ＣＤＭ
Ａ（Ｗ－ＣＤＭＡ（登録商標）：Wideband CDMA）、高速パケットアクセス（ＨＳＰＡ、
ＨＳＰＡ＋：High-Speed Packet Access）システム、時分割多元接続（ＴＤＭＡ：Time D
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ivision Multiple Access）システム、周波数分割多元接続（ＦＤＭＡ：Frequency Divis
ion Multiple Access）システム、シングルキャリアＦＤＭＡ（ＳＣ－ＦＤＭＡ：Single-
Carrier FDMA）システム、直交周波数分割多元接続（ＯＦＤＭＡ：Orthogonal Frequency
 Division Multiple Access）システム、または他の多元接続技法の技術のいずれか１つ
または組合せに適用され得る。本明細書の教示を採用するワイヤレス通信システムは、Ｉ
Ｓ－９５、ｃｄｍａ２０００、ＩＳ－８５６、Ｗ－ＣＤＭＡ、ＴＤＳＣＤＭＡ、および他
の規格など、１つまたは複数の規格を実装するように設計され得る。ＣＤＭＡネットワー
クは、ユニバーサル地上波無線アクセス（ＵＴＲＡ：Universal Terrestrial Radio Acce
ss）、ｃｄｍａ２０００、または何らかの他の技術などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲ
Ａは、Ｗ－ＣＤＭＡおよび低チップレート（ＬＣＲ）を含む。ｃｄｍａ２０００技術は、
ＩＳ－２０００、ＩＳ－９５およびＩＳ－８５６規格をカバーする。ＴＤＭＡネットワー
クは、モバイル通信用グローバルシステム（ＧＳＭ（登録商標）：Global System for Mo
bile Communications）などの無線
技術を実装し得る。ＯＦＤＭＡネットワークは、発展型ＵＴＲＡ（Ｅ－ＵＴＲＡ）、ＩＥ
ＥＥ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１６、ＩＥＥＥ８０２．２０、Ｆｌａｓｈ－ＯＦＤ
Ｍ（登録商標）などの無線技術を実装し得る。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、およびＧＳＭは
、ユニバーサルモバイルテレコミュニケーションシステム（ＵＭＴＳ：Universal Mobile
 Telecommunication System）の一部である。本明細書の教示は、３ＧＰＰロングターム
エボリューション（ＬＴＥ）システム、ウルトラモバイルブロードバンド（ＵＭＢ：Ultr
a-Mobile Broadband）システム、および他のタイプのシステムで実装され得る。ＬＴＥは
、Ｅ－ＵＴＲＡを使用するＵＭＴＳのリリースである。ＵＴＲＡ、Ｅ－ＵＴＲＡ、ＧＳＭ
、ＵＭＴＳおよびＬＴＥは「第３世代パートナーシッププロジェクト」（３ＧＰＰ：3rd 
Generation Partnership Project）と称する団体からの文書に記載されており、ｃｄｍａ
２０００は、「第３世代パートナーシッププロジェクト２」（３ＧＰＰ２）と称する団体
からの文書に記載されている。本開示のいくつかの態様については、３ＧＰＰ用語を使用
して説明することがあるが、本明細書の教示は、３ＧＰＰ（たとえば、Ｒｅｌ９９、Ｒｅ
ｌ５、Ｒｅｌ６、Ｒｅｌ７）技術、ならびに３ＧＰＰ２（たとえば、１ｘＲＴＴ、１ｘＥ
Ｖ－ＤＯ　Ｒｅｌ０、ＲｅｖＡ、ＲｅｖＢ）技術および他の技術に適用され得ることを理
解されたい。
【０１２１】
　[00129]本明細書で説明する構成要素は、様々な方法で実装され得る。図９および図１
０を参照すると、装置９００および１０００は、たとえば、１つまたは複数の集積回路（
たとえば、ＡＳＩＣ）によって実装されるか、または本明細書で教示する何らかの他の方
法で実装される機能を表す、一連の相互に関係する機能ブロックとして表される。本明細
書で説明するように、集積回路は、プロセッサ、ソフトウェア、他の構成要素、またはそ
れらの何らかの組合せを含み得る。
【０１２２】
　[00130]装置９００は、様々な図に関して上記で説明した機能のうちの１つまたは複数
を実行し得る１つまたは複数のモジュールを含む。たとえば、第１のアクセスポイントと
第２のアクセスポイントとの間の装置のハンドオーバに関連する信号を受信するためのＡ
ＳＩＣ９０２は、たとえば、本明細書で説明する（たとえば、ＲＦ受信チェーン回路を備
える）受信機に対応し得る。受信された信号に基づいて、第１のアクセスポイントと第２
のアクセスポイントとの間の装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題の少なくと
も１回の発生を検出するためのＡＳＩＣ９０４は、たとえば、本明細書で説明する処理シ
ステムに対応し得る。第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントとの間の装置の
ハンドオーバのために使用される少なくとも１つのハンドオーバパラメータを適応させる
ためのＡＳＩＣ９０６は、たとえば、本明細書で説明する処理システムに対応し得る。少
なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の結果として、適応された少なくとも１つ
のハンドオーバパラメータを記憶するためのＡＳＩＣ９０８は、たとえば、本明細書で説
明する処理システムに対応し得る。第１のアクセスポイントと第２のアクセスポイントと
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の間のアクセス端末の後続のハンドオーバのために、記憶された少なくとも１つのハンド
オーバパラメータを使用するためのＡＳＩＣ９１０は、たとえば、本明細書で説明する処
理システムに対応し得る。少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の発生頻度を
決定するためのＡＳＩＣ９１２は、たとえば、本明細書で説明する処理システムに対応し
得る。適応の決定された発生頻度がしきい値頻度よりも大きいかまたはそれに等しい場合
に、適応された少なくとも１つのハンドオーバパラメータを記憶するためのＡＳＩＣ９１
４は、たとえば、本明細書で説明する処理システムに対応し得る。しきい値量および時間
期間パラメータに基づいて頻繁なハンドオーバを検出するためのＡＳＩＣ９１６は、たと
えば、本明細書で説明する処理システムに対応し得る。しきい値量および時間期間を示す
パラメータを受信するためのＡＳＩＣ９１８は、たとえば、本明細書で説明する処理シス
テムに対応し得る。
【０１２３】
　[00131]装置１０００も、様々な図に関して上記で説明した機能のうちの１つまたは複
数を実行し得る１つまたは複数のモジュールを含む。たとえば、装置において少なくとも
１つの適応されたハンドオーバパラメータを記憶するためのＡＳＩＣ１００２は、たとえ
ば、本明細書で説明するメモリ構成要素に対応し得る。装置をハンドオーバすべきかどう
かを決定するためのＡＳＩＣ１００４は、たとえば、本明細書で説明する処理システムに
対応し得る。記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが最後の使
用以来使用されなかった時間期間を決定するためのＡＳＩＣ１００６は、たとえば、本明
細書で説明する処理システムに対応し得る。時間期間がしきい値時間期間よりも大きいか
またはそれに等しい場合に、記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメ
ータを削除するためのＡＳＩＣ１００８は、たとえば、本明細書で説明する処理システム
に対応し得る。少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の発生頻度を決定するた
めのＡＳＩＣ１０１０は、たとえば、本明細書で説明する処理システムに対応し得る。少
なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の決定された発生頻度に基づいて少なくと
も１つの適応されたハンドオーバパラメータの記憶をトリガするためのＡＳＩＣ１０１２
は、たとえば、本明細書で説明する処理システムに対応し得る。少なくとも１つのハンド
オーバパラメータの適応の少なくとも１回の発生を検出するためのＡＳＩＣ１０１４は、
たとえば、本明細書で説明する処理システムに対応し得る。適応の少なくとも１回の発生
の検出に基づいて少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの記憶をトリガす
るためのＡＳＩＣ１０１６は、たとえば、本明細書で説明する処理システムに対応し得る
。アクセス端末がアクセスポイントに関連したと決定するためのＡＳＩＣ１０１８は、た
とえば、本明細書で説明する処理システムに対応し得る。アクセスポイントがアクセスポ
イントの指定されたペアのうちの１つであるかどうかを決定するためのＡＳＩＣ１０２０
は、たとえば、本明細書で説明する処理システムに対応し得る。アクセスポイントに関す
るハンドオーバ決定のために、記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラ
メータを使用することを選択するためのＡＳＩＣ１０２２は、たとえば、本明細書で説明
する処理システムに対応し得る。ターゲットアクセスポイントの走査をトリガすべきかど
うかを決定するためのＡＳＩＣ１０２４は、たとえば、本明細書で説明する処理システム
に対応し得る。アクセスポイントの指定されたペアから信号を受信するためのＡＳＩＣ１
０２６は、たとえば、本明細書で説明する受信機に対応し得る。
【０１２４】
　[00132]上記のように、いくつかの態様では、これらのモジュールは、適切なプロセッ
サ構成要素により実装され得る。これらのプロセッサ構成要素は、いくつかの態様では、
少なくとも部分的には本明細書で教示する構造を使用して実装され得る。いくつかの態様
では、プロセッサは、これらのモジュールのうちの１つまたは複数の機能の一部または全
部を実装するように構成され得る。したがって、異なるモジュールの機能は、たとえば、
集積回路の異なるサブセットとして、ソフトウェアモジュールのセットの異なるサブセッ
トとして、またはそれらの組合せとして実装され得る。また、（たとえば、集積回路のお
よび／またはソフトウェアモジュールのセットの）所与のサブセットは、機能の少なくと
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も一部分を２つ以上のモジュールに与え得ることを諒解されたい。いくつかの態様では、
点線ボックスによって表される構成要素のうちの１つまたは複数は随意である。
【０１２５】
　[00133]上記のように、いくつかの実装形態では、装置９００および１０００は、１つ
または複数の集積回路を備える。たとえば、いくつかの態様では、単一の集積回路は、示
された構成要素のうちの１つまたは複数の機能を実装するが、他の態様では、２つ以上の
集積回路は、示された構成要素のうちの１つまたは複数の機能を実装する。１つの具体的
な例として、装置１０００は単一のデバイスを備え得る（たとえば、構成要素１００２～
１０２６が１つのＡＳＩＣの異なるセクションを備える）。別の特定の例として、装置１
０００はいくつかのデバイスを備え得る（たとえば、構成要素１００２がメモリデバイス
を備え、構成要素１００４～１０２４が１つのＡＳＩＣを備え、構成要素１０２６が別の
ＡＳＩＣを備える）。
【０１２６】
　[00134]さらに、図９および図１０によって表される構成要素および機能ならびに本明
細書で説明する他の構成要素および機能は、任意の好適な手段を使用して実装され得る。
そのような手段は、少なくとも部分的に、本明細書で教示する対応する構造を使用して実
装される。たとえば、図９および図１０の「ＡＳＩＣ」構成要素に関連して上述した構成
要素は、同様に指定された「手段」機能に対応する。したがって、いくつかの実装形態で
は、そのような手段のうちの１つまたは複数は、本明細書で教示するプロセッサ構成要素
、集積回路、または他の好適な構造のうちの１つまたは複数を使用して実装される。いく
つかの例を以下に示す。いくつかの態様では、受信するための手段は受信機を備える。い
くつかの態様では、検出するための手段は処理システムを備える。いくつかの態様では、
決定するための手段は処理システムを備える。いくつかの態様では、適応させるための手
段は処理システムを備える。いくつかの態様では、記憶するための手段はメモリ構成要素
および／または処理システムを備える。いくつかの態様では、使用するための手段は処理
システムを備える。いくつかの態様では、識別するための手段は処理システムを備える。
いくつかの態様では、削除するための手段は処理システムを備える。いくつかの態様では
、トリガするための手段は処理システムを備える。いくつかの態様では、選択するための
手段は処理システムを備える。いくつかの態様では、通信するための手段は通信デバイス
を備える。
【０１２７】
　[00135]いくつかの態様では、装置または装置の構成要素は、本明細書で教示する機能
を与えるように構成され得る（またはそのように動作可能であるかまたは適応され得る）
。これは、たとえば、その機能を与えるように装置または構成要素を製造する（たとえば
、作製する）ことによって、またはいくつかの他の好適な実装技法の使用によって、達成
され得る。一例として、集積回路は、必須の機能を与えるために作製され得る。別の例と
して、集積回路は、必須の機能をサポートするために作製され、次いで、必須の機能を与
えるように（たとえば、プログラミングによって）構成され得る。また別の例として、プ
ロセッサ回路は、必須の機能を与えるためのコードを実行し得る。
【０１２８】
　[00136]また、本明細書における「第１」、「第２」などの名称を使用した要素への言
及は、それらの要素の数量または順序を概括的に限定するものでないことを理解されたい
。むしろ、これらの名称は、概して、本明細書において２つ以上の要素またはある要素の
複数の例を区別する便利な方法として使用される。したがって、第１および第２の要素へ
の言及は、そこで２つの要素のみが採用され得ること、または第１の要素が何らかの方法
で第２の要素に先行しなければならないことを意味するものではない。また、別段に記載
されていない限り、要素のセットは１つまたは複数の要素を備える。さらに、明細書また
は特許請求の範囲において使用される「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの少なくとも１つ」また
は「Ａ、Ｂ、またはＣのうちの１つまたは複数」または「Ａ、Ｂ、およびＣからなるグル
ープのうちの少なくとも１つ」という形式の用語は、「ＡまたはＢまたはＣあるいはこれ
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らの要素の任意の組合せ」を意味する。たとえば、この用語は、Ａ、またはＢ、またはＣ
、またはＡおよびＢ、またはＡおよびＣ、またはＡおよびＢおよびＣ、または２Ａ、また
は２Ｂ、または２Ｃなどを含み得る。
【０１２９】
　[00137]本明細書で使用する「決定すること」という用語は、多種多様なアクションを
包含する。たとえば、「決定すること」は、計算すること、算出すること、処理すること
、導出すること、調査すること、探索すること（たとえば、テーブル、データベース、ま
たは別のデータ構造の中で探索すること）、確認することなどを含み得る。また、「決定
すること」は、受信すること（たとえば、情報を受信すること）、アクセスすること（た
とえば、メモリ中のデータにアクセスすること）などを含み得る。また、「決定すること
」は、解決すること、選択すること、選定すること、確立することなどを含み得る。
【０１３０】
　[00138]情報および信号は、様々な異なる技術および技法のいずれを使用しても表現さ
れ得ることを、当業者は理解されよう。たとえば、上記の説明全体にわたって言及される
データ、命令、コマンド、情報、信号、ビット、シンボル、およびチップは、電圧、電流
、電磁波、磁界または磁性粒子、光場または光学粒子、あるいはそれらの任意の組合せに
よって表され得る。
【０１３１】
　[00139]さらに、本明細書で開示した態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロッ
ク、モジュール、プロセッサ、手段、回路、およびアルゴリズムステップのいずれも、電
子ハードウェア（たとえば、ソースコーディングまたは何らかの他の技法を使用して設計
され得る、デジタル実装形態、アナログ実装形態、またはそれら２つの組合せ）、命令を
組み込んだ様々な形態のプログラムまたは設計コード（便宜上、本明細書では「ソフトウ
ェア」または「ソフトウェアモジュール」と呼ぶことがある）、あるいはその両方の組合
せとして実装され得ることを当業者は諒解されよう。ハードウェアとソフトウェアのこの
互換性を明確に示すために、様々な例示的な構成要素、ブロック、モジュール、回路、お
よびステップについて、概してそれらの機能に関して上記で説明した。そのような機能が
ハードウェアとして実装されるか、ソフトウェアとして実装されるかは、特定の適用例お
よび全体的なシステムに課せられた設計制約に依存する。当業者は、説明した機能を特定
の適用例ごとに様々な方法で実装し得るが、そのような実装の決定は、本開示の範囲から
の逸脱を生じるものと解釈されるべきではない。
【０１３２】
　[00140]本明細書で開示する態様に関して説明した様々な例示的な論理ブロック、モジ
ュール、および回路は、処理システム、集積回路（「ＩＣ」）、アクセス端末、またはア
クセスポイント内に実装され得るか、またはそれらによって実行され得る。処理システム
は、１つまたは複数のＩＣを使用して実装され得、あるいは、（たとえば、チップ上のシ
ステムの一部として）ＩＣ内に実装され得る。ＩＣは、汎用プロセッサ、デジタル信号プ
ロセッサ（ＤＳＰ）、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）、フィールドプログラマブルゲ
ートアレイ（ＦＰＧＡ）または他のプログラマブル論理デバイス、個別ゲートまたはトラ
ンジスタ論理、個別ハードウェア構成要素、電子的構成要素、光学的構成要素、機械的構
成要素、あるいは本明細書に記載の機能を実行するように設計されたそれらの任意の組合
せを備え得、ＩＣの内部に、ＩＣの外側に、またはその両方に常駐するコードまたは命令
を実行し得る。汎用プロセッサはマイクロプロセッサであり得るが、代替として、プロセ
ッサは、任意の従来のプロセッサ、コントローラ、マイクロコントローラ、または状態機
械であり得る。プロセッサはまた、コンピューティングデバイスの組合せ、たとえば、Ｄ
ＳＰとマイクロプロセッサとの組合せ、複数のマイクロプロセッサ、ＤＳＰコアと連携す
る１つまたは複数のマイクロプロセッサ、あるいは任意の他のそのような構成として実装
され得る。
【０１３３】
　[00141]任意の開示するプロセス中のステップの特定の順序または階層は、例示的な手
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法の一例であることを理解されたい。設計の選好に基づいて、プロセス中のステップの特
定の順序または階層は、本開示の範囲内のまま再構成され得ることを理解されたい。添付
の方法クレームは、様々なステップの要素を例示的な順序で提示したものであり、提示さ
れた特定の順序または階層に限定されるものではない。
【０１３４】
　[00142]本明細書で開示した態様に関して説明した方法またはアルゴリズムのステップ
は、直接ハードウェアで実施され得るか、プロセッサによって実行されるソフトウェアモ
ジュールで実施され得るか、またはその２つの組合せで実施され得る。（たとえば、実行
可能な命令および関係するデータを含む）ソフトウェアモジュールおよび他のデータは、
ＲＡＭメモリ、フラッシュメモリ、ＲＯＭメモリ、ＥＰＲＯＭメモリ、ＥＥＰＲＯＭ（登
録商標）メモリ、レジスタ、ハードディスク、リムーバブルディスク、ＣＤ－ＲＯＭ、ま
たは当技術分野で知られている任意の他の形態のコンピュータ可読記憶媒体など、メモリ
中に常駐し得る。例示的な記憶媒体は、プロセッサが記憶媒体から情報（たとえば、コー
ド）を読み取り、記憶媒体に情報を書き込むことができるように、たとえば、コンピュー
タ／プロセッサ（便宜上、本明細書では「プロセッサ」と呼ぶことがある）などのマシン
に結合され得る。例示的な記憶媒体はプロセッサに一体化され得る。プロセッサおよび記
憶媒体はＡＳＩＣ中に常駐し得る。ＡＳＩＣはユーザ機器中に常駐し得る。代替として、
プロセッサおよび記憶媒体はユーザ機器中の個別構成要素として常駐し得る。さらに、い
くつかの態様では、任意の好適なコンピュータプログラム製品は、本開示の態様のうちの
１つまたは複数に関係する機能を与えるために実行可能な（たとえば、少なくとも１つの
コンピュータによって実行可能な）コードを備えるコンピュータ可読媒体を備え得る。い
くつかの態様では、コンピュータプログラム製品はパッケージ材料を備え得る。
【０１３５】
　[00143]１つまたは複数の例示的な態様では、説明した機能は、ハードウェア、ソフト
ウェア、ファームウェア、またはそれらの任意の組合せで実装され得る。ソフトウェアで
実装される場合、機能は、１つまたは複数の命令またはコードとしてコンピュータ可読媒
体上に記憶されるか、あるいはコンピュータ可読媒体を介して送信され得る。コンピュー
タ可読媒体は、ある場所から別の場所へのコンピュータプログラムの転送を可能にする任
意の媒体を含む、コンピュータ記憶媒体と通信媒体の両方を含む。コンピュータ可読媒体
は、コンピュータによってアクセスされ得る任意の利用可能な媒体であり得る。限定では
なく例として、そのようなコンピュータ可読媒体は、ＲＡＭ、ＲＯＭ、ＥＥＰＲＯＭ、Ｃ
Ｄ－ＲＯＭまたは他の光ディスクストレージ、磁気ディスクストレージまたは他の磁気記
憶デバイス、あるいは命令またはデータ構造の形態の所望のプログラムコードを搬送また
は記憶するために使用され得、コンピュータによってアクセスされ得る、任意の他の媒体
を備えることができる。また、いかなる接続もコンピュータ可読媒体と適切に呼ばれる。
たとえば、ソフトウェアが、同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、デジ
タル加入者回線（ＤＳＬ）、または赤外線、無線、およびマイクロ波などのワイヤレス技
術を使用して、ウェブサイト、サーバ、または他のリモートソースから送信される場合、
同軸ケーブル、光ファイバーケーブル、ツイストペア、ＤＳＬ、または赤外線、無線、お
よびマイクロ波などのワイヤレス技術は、媒体の定義に含まれる。本明細書で使用するデ
ィスク（disk）およびディスク（disc）は、コンパクトディスク（disc）（ＣＤ）、レー
ザーディスク（登録商標）（disc）、光ディスク（disc）、デジタル多用途ディスク（di
sc）（ＤＶＤ）、フロッピー（登録商標）ディスク（disk）およびｂｌｕ－ｒａｙ（登録
商標）ディスク（disc）を含み、ディスク（disk）は、通常、データを磁気的に再生し、
ディスク（disc）は、データをレーザーで光学的に再生する。したがって、いくつかの態
様では、コンピュータ可読媒体は、非一時的コンピュータ可読媒体（たとえば、有形媒体
、コンピュータ可読記憶媒体、コンピュータ可読記憶デバイスなど）を備え得る。そのよ
うな非一時的コンピュータ可読媒体（たとえば、コンピュータ可読記憶デバイス）は、本
明細書で説明するまたはさもなければ知られている媒体（たとえば、メモリデバイス、媒
体ディスクなど）の有形形態のいずれかを備え得る。さらに、いくつかの態様では、コン



(29) JP 6231134 B2 2017.11.15

10

20

30

40

50

ピュータ可読媒体は（たとえば、信号を備える）一時的コンピュータ可読媒体を備え得る
。上記の組合せもコンピュータ可読媒体の範囲内に含まれるべきである。コンピュータ可
読媒体は、任意の好適なコンピュータプログラム製品中に実装され得ることを諒解された
い。
【０１３６】
　[00144]開示する態様の前述の説明は、当業者が本開示を実施または使用できるように
与えたものである。これらの態様への様々な修正が当業者には容易に明らかになり、本明
細書で定義された一般原理が、本開示の範囲から逸脱することなく他の態様に適用され得
る。したがって、本開示は、本明細書に示した態様に限定されるものではなく、本明細書
で開示する原理および新規の特徴に一致する最も広い範囲を与えられるべきである。
　以下に本願出願当初の特許請求の範囲を付記する。
　　[Ｃ１]　ハンドオーバパラメータ適応のための装置であって、
　少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを記憶するように構成されたメモ
リ構成要素と、ここにおいて、前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータ
が、アクセスポイントの指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオ
ーバ問題を緩和するために指定される、
　前記装置を、アクセスポイントの前記指定されたペアの第１のアクセスポイントからア
クセスポイントの前記指定されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバすべきか
どうかを決定するように構成された処理システムと、ここにおいて、前記決定が、前記記
憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータに基づく、
を備える、装置。
　　[Ｃ２]　前記処理システムが、
　前記記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが最後の使用以来
使用されなかった時間期間を決定することと、
　前記時間期間がしきい値時間期間よりも大きいかまたはそれに等しい場合に、前記記憶
された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを削除することと
を行うようにさらに構成された、Ｃ１に記載の装置。
　　[Ｃ３]　前記処理システムが、
　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連する少なく
とも１つのハンドオーバパラメータの適応の発生頻度を決定することと、
　前記少なくとも１つのハンドオーバパラメータの前記適応の前記決定された発生頻度に
基づいて前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶をトリガす
ることと
を行うようにさらに構成された、Ｃ１に記載の装置。
　　[Ｃ４]　前記処理システムが、
　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連する少なく
とも１つのハンドオーバパラメータの適応の少なくとも１回の発生を検出することと、
前記少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の前記少なくとも１回の発生の前記
検出に基づいて前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶をト
リガすることと
を行うようにさらに構成された、Ｃ１に記載の装置。
　　[Ｃ５]　前記ハンドオーバ問題が、頻繁なハンドオーバ、遅すぎるハンドオーバ、ま
たは早すぎるハンドオーバを伴う、Ｃ１に記載の装置。
　　[Ｃ６]　前記メモリ構成要素が、前記装置において、少なくとも１つの他の適応され
たハンドオーバパラメータを記憶するようにさらに構成され、
　前記少なくとも１つの他の適応されたハンドオーバパラメータが、アクセスポイントの
他の指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和する
ために指定され、
　前記処理システムが、前記装置を、アクセスポイントの前記他の指定されたペアの第１
のアクセスポイントからアクセスポイントの前記他の指定されたペアの第２のアクセスポ
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イントにハンドオーバすべきかどうかを決定するようにさらに構成され、
　前記装置を、アクセスポイントの前記他の指定されたペアの第１のアクセスポイントか
らアクセスポイントの前記他の指定されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバ
すべきかどうかの前記決定が、前記記憶された少なくとも１つの他の適応されたハンドオ
ーバパラメータに基づく、
Ｃ１に記載の装置。
　　[Ｃ７]　前記処理システムが、
　前記装置がアクセスポイントに関連したと決定することと、
　前記アクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアのうちの１つであるか
どうかを決定することと、
　前記アクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアのうちの１つである場
合、少なくとも１つのデフォルトハンドオーバパラメータの代わりに、前記アクセスポイ
ントに関するハンドオーバ決定のために、前記記憶された少なくとも１つの適応されたハ
ンドオーバパラメータを使用することを選択することと
を行うようにさらに構成された、Ｃ１に記載の装置。
　　[Ｃ８]　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ターゲットア
クセスポイントを識別するための信号品質しきい値を備え、
　前記装置をハンドオーバすべきかどうかの前記決定が、
　　潜在的なターゲットアクセスポイントから信号を受信することと、
　　前記潜在的なターゲットアクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペア
のうちの１つであるかどうかを決定することと、
　　前記受信された信号の信号品質が前記信号品質しきい値を満たすのかまたは超えるの
かを決定することとを備える、
Ｃ１に記載の装置。
　　[Ｃ９]　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ターゲットア
クセスポイントの走査をトリガするための信号品質しきい値を備え、
　前記処理システムが、前記ターゲットアクセスポイントの前記走査をトリガすべきかど
うかを決定するようにさらに構成され、
　前記走査をトリガすべきかどうかの前記決定が、
　　前記装置のための現在のサービングアクセスポイントから信号を受信することと、
　　前記現在のサービングアクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアの
うちの１つであるかどうかを決定することと、
　　前記受信された信号の信号品質が前記信号品質しきい値を満たすのかまたは下回るの
かを決定することとを備える、
Ｃ１に記載の装置。
　　[Ｃ１０]　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ヒステリシ
スパラメータまたはトリガ時間パラメータのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１に記載
の装置。
　　[Ｃ１１]　アクセスポイントの前記指定されたペアから信号を受信するように構成さ
れた受信機をさらに備え、ここにおいて、前記装置をハンドオーバすべきかどうかの前記
決定が、前記受信された信号にさらに基づく、Ｃ１に記載の装置。
　　[Ｃ１２]　ハンドオーバ適応の方法であって、
　装置において少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを記憶することと、
ここにおいて、前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、アクセスポ
イントの指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和
するために指定される、
　前記装置において、前記装置を、アクセスポイントの前記指定されたペアの第１のアク
セスポイントからアクセスポイントの前記指定されたペアの第２のアクセスポイントにハ
ンドオーバすべきかどうかを決定することと、ここにおいて、前記決定が、前記記憶され
た少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータに基づく、
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を備える、方法。
　　[Ｃ１３]　前記記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが最
後の使用以来使用されなかった時間期間を決定することと、
　前記時間期間がしきい値時間期間よりも大きいかまたはそれに等しい場合に、前記記憶
された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを削除することと
をさらに備える、Ｃ１２に記載の方法。
　　[Ｃ１４]　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関
連する少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の発生頻度を決定することと、
　前記少なくとも１つのハンドオーバパラメータの前記適応の前記決定された発生頻度に
基づいて前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶をトリガす
ることと
をさらに備える、Ｃ１２に記載の方法。
　　[Ｃ１５]　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関
連する少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の少なくとも１回の発生を検出す
ることと、
　前記少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の前記少なくとも１回の発生の前
記検出に基づいて前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶を
トリガすることと
をさらに備える、Ｃ１２に記載の方法。
　　[Ｃ１６]　前記ハンドオーバ問題が、頻繁なハンドオーバ、遅すぎるハンドオーバ、
または早すぎるハンドオーバを伴う、Ｃ１２に記載の方法。
　　[Ｃ１７]　前記方法が、前記装置において、少なくとも１つの他の適応されたハンド
オーバパラメータを記憶することをさらに備え、
　前記少なくとも１つの他の適応されたハンドオーバパラメータが、アクセスポイントの
他の指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和する
ために指定され、
　前記方法が、前記装置を、アクセスポイントの前記他の指定されたペアの第１のアクセ
スポイントからアクセスポイントの前記他の指定されたペアの第２のアクセスポイントに
ハンドオーバすべきかどうかを決定することをさらに備え、
　前記装置を、アクセスポイントの前記他の指定されたペアの第１のアクセスポイントか
らアクセスポイントの前記他の指定されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバ
すべきかどうかの前記決定が、前記記憶された少なくとも１つの他の適応されたハンドオ
ーバパラメータに基づく、
Ｃ１２に記載の方法。
　　[Ｃ１８]　前記装置がアクセスポイントに関連したと決定することと、
　前記アクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアのうちの１つであるか
どうかを決定することと、
　前記アクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアのうちの１つである場
合、少なくとも１つのデフォルトハンドオーバパラメータの代わりに、前記アクセスポイ
ントに関するハンドオーバ決定のために、前記記憶された少なくとも１つの適応されたハ
ンドオーバパラメータを使用することを選択することと
をさらに備える、Ｃ１２に記載の方法。
　　[Ｃ１９]　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ターゲット
アクセスポイントを識別するための信号品質しきい値を備え、
　前記装置をハンドオーバすべきかどうかの前記決定が、
　　潜在的なターゲットアクセスポイントから信号を受信することと、
　　前記潜在的なターゲットアクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペア
のうちの１つであるかどうかを決定することと、
　　前記受信された信号の信号品質が前記信号品質しきい値を満たすのかまたは超えるの
かを決定することとを備える、
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Ｃ１２に記載の方法。
　　[Ｃ２０]　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ターゲット
アクセスポイントの走査をトリガするための信号品質しきい値を備え、
　前記方法が、前記ターゲットアクセスポイントの前記走査をトリガすべきかどうかを決
定することをさらに備え、
　前記走査をトリガすべきかどうかの前記決定が、
　　前記装置のための現在のサービングアクセスポイントから信号を受信することと、
　　前記現在のサービングアクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアの
うちの１つであるかどうかを決定することと、
　　前記受信された信号の信号品質が前記信号品質しきい値を満たすのかまたは下回るの
かを決定することとを備える、
Ｃ１２に記載の方法。
　　[Ｃ２１]　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ヒステリシ
スパラメータまたはトリガ時間パラメータのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ１２に記
載の方法。
　　[Ｃ２２]　アクセスポイントの前記指定されたペアから信号を受信することをさらに
備え、ここにおいて、前記装置をハンドオーバすべきかどうかの前記決定が、前記受信さ
れた信号にさらに基づく、Ｃ１２に記載の方法。
　　[Ｃ２３]　ハンドオーバパラメータ適応のための装置であって、
　少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを記憶するための手段と、ここに
おいて、前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、アクセスポイント
の指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和するた
めに指定される、
　前記装置を、アクセスポイントの前記指定されたペアの第１のアクセスポイントからア
クセスポイントの前記指定されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバすべきか
どうかを決定するための手段と、ここにおいて、前記決定が、前記記憶された少なくとも
１つの適応されたハンドオーバパラメータに基づく、
を備える、装置。
　　[Ｃ２４]　前記記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが最
後の使用以来使用されなかった時間期間を決定するための手段と、
　前記時間期間がしきい値時間期間よりも大きいかまたはそれに等しい場合に、前記記憶
された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを削除するための手段と
をさらに備える、Ｃ２３に記載の装置。
　　[Ｃ２５]　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関
連する少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の発生頻度を決定するための手段
と、
　前記少なくとも１つのハンドオーバパラメータの前記適応の前記決定された発生頻度に
基づいて前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶をトリガす
るための手段と
をさらに備える、Ｃ２３に記載の装置。
　　[Ｃ２６]　アクセスポイントの前記指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関
連する少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の少なくとも１回の発生を検出す
るための手段と、
　前記少なくとも１つのハンドオーバパラメータの適応の前記少なくとも１回の発生の前
記検出に基づいて前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータの前記記憶を
トリガするための手段と
をさらに備える、Ｃ２３に記載の装置。
　　[Ｃ２７]　前記ハンドオーバ問題が、頻繁なハンドオーバ、遅すぎるハンドオーバ、
または早すぎるハンドオーバを伴う、Ｃ２３に記載の装置。
　　[Ｃ２８]　前記メモリ構成要素が、前記装置において、少なくとも１つの他の適応さ
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れたハンドオーバパラメータを記憶するようにさらに構成され、
　前記少なくとも１つの他の適応されたハンドオーバパラメータが、アクセスポイントの
他の指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオーバ問題を緩和する
ために指定され、
　前記装置が、前記装置を、アクセスポイントの前記他の指定されたペアの第１のアクセ
スポイントからアクセスポイントの前記他の指定されたペアの第２のアクセスポイントに
ハンドオーバすべきかどうかを決定するための手段をさらに備え、
　前記装置を、アクセスポイントの前記他の指定されたペアの第１のアクセスポイントか
らアクセスポイントの前記他の指定されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバ
すべきかどうかの前記決定が、前記記憶された少なくとも１つの他の適応されたハンドオ
ーバパラメータに基づく、
Ｃ２３に記載の装置。
　　[Ｃ２９]　前記装置がアクセスポイントに関連したと決定するための手段と、
　前記アクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアのうちの１つであるか
どうかを決定するための手段と、
　前記アクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアのうちの１つである場
合、少なくとも１つのデフォルトハンドオーバパラメータの代わりに、前記アクセスポイ
ントに関するハンドオーバ決定のために、前記記憶された少なくとも１つの適応されたハ
ンドオーバパラメータを使用することを選択するための手段と
をさらに備える、Ｃ２３に記載の装置。
　　[Ｃ３０]　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ターゲット
アクセスポイントを識別するための信号品質しきい値を備え、
　前記装置をハンドオーバすべきかどうかの前記決定が、
　　潜在的なターゲットアクセスポイントから信号を受信することと、
　　前記潜在的なターゲットアクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペア
のうちの１つであるかどうかを決定することと、
　　前記受信された信号の信号品質が前記信号品質しきい値を満たすのかまたは超えるの
かを決定することとを備える、
Ｃ２３に記載の装置。
　　[Ｃ３１]　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ターゲット
アクセスポイントの走査をトリガするための信号品質しきい値を備え、
　前記装置が、前記ターゲットアクセスポイントの前記走査をトリガすべきかどうかを決
定するための手段をさらに備え、
　前記走査をトリガすべきかどうかの前記決定が、
　　前記装置のための現在のサービングアクセスポイントから信号を受信することと、
　　前記現在のサービングアクセスポイントがアクセスポイントの前記指定されたペアの
うちの１つであるかどうかを決定することと、
　　前記受信された信号の信号品質が前記信号品質しきい値を満たすのかまたは下回るの
かを決定することとを備える、
Ｃ２３に記載の装置。
　　[Ｃ３２]　前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータが、ヒステリシ
スパラメータまたはトリガ時間パラメータのうちの少なくとも１つを備える、Ｃ２３に記
載の装置。
　　[Ｃ３３]　アクセスポイントの前記指定されたペアから信号を受信するための手段を
さらに備え、ここにおいて、前記装置をハンドオーバすべきかどうかの前記決定が、前記
受信された信号にさらに基づく、Ｃ２３に記載の装置。
　　[Ｃ３４]　　装置において少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを記
憶することと、ここにおいて、前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータ
が、アクセスポイントの指定されたペア間の前記装置のハンドオーバに関連するハンドオ
ーバ問題を緩和するために指定される、
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　　前記装置において、前記装置を、アクセスポイントの前記指定されたペアの第１のア
クセスポイントからアクセスポイントの前記指定されたペアの第２のアクセスポイントに
ハンドオーバすべきかどうかを決定することと、ここにおいて、前記決定が、前記記憶さ
れた少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータに基づく、
　を行うように実行可能なコードを備えるコンピュータ可読媒体
を備える、コンピュータプログラム製品。
　　[Ｃ３５]　アクセス端末であって、
　少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータを記憶するように構成されたメモ
リ構成要素と、ここにおいて、前記少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータ
が、アクセスポイントの指定されたペア間の前記アクセス端末のハンドオーバに関連する
ハンドオーバ問題を緩和するために指定される、
　前記アクセス端末を、アクセスポイントの前記指定されたペアの第１のアクセスポイン
トからアクセスポイントの前記指定されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバ
すべきかどうかを決定するように構成された処理システムと、ここにおいて、前記決定が
、前記記憶された少なくとも１つの適応されたハンドオーバパラメータに基づく、
　前記アクセス端末を、アクセスポイントの前記指定されたペアの第１のアクセスポイン
トからアクセスポイントの前記指定されたペアの第２のアクセスポイントにハンドオーバ
するために、アクセスポイントの前記指定されたペアと通信するように構成された通信デ
バイスと
を備える、アクセス端末。

【図１】 【図２】
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【図９】 【図１０】
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